
政
令
第
四
百
八
十
号

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
証
券
投

資
信
託
及
び
証
券
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
七
十
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
こ
の
政
令
を
制

定
す
る
。

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
）

第
二
章

投
資
信
託
制
度
（
第
二
条－
第
五
十
三
条
）

第
三
章

投
資
法
人
制
度
（
第
五
十
四
条－

第
九
十
九
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
百
条－

第
百
二
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
定
義
）

－１－



第
一
条

こ
の
政
令
に
お
い
て
、
「
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
」
、
「
委
託
者
非
指
図
型
投
資
信
託
」
、
「
投
資
信
託
」
、
「

証
券
投
資
信
託
」
、
「
有
価
証
券
」
、
「
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
」
、
「
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
」
、
「
外
国
市

場
証
券
先
物
取
引
」
、
「
有
価
証
券
店
頭
指
数
等
先
渡
取
引
」
、
「
有
価
証
券
店
頭
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
」
、
「
有
価
証
券
店

頭
指
数
等
ス
ワ
ッ
プ
取
引
」
、
「
受
益
証
券
」
、
「
適
格
機
関
投
資
家
私
募
」
、
「
投
資
信
託
委
託
業
」
、
「
投
資
法
人
資

産
運
用
業
」
、
「
投
資
信
託
委
託
業
者
」
、
「
投
資
法
人
」
、
「
登
録
投
資
法
人
」
、
「
投
資
口
」
、
「
投
資
証
券
」
、
「

投
資
主
」
、
「
投
資
法
人
債
」
、
「
投
資
法
人
債
券
」
、
「
資
産
保
管
会
社
」
、
「
一
般
事
務
受
託
者
」
又
は
「
外
国
投
資

信
託
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
委
託

者
指
図
型
投
資
信
託
、
委
託
者
非
指
図
型
投
資
信
託
、
投
資
信
託
、
証
券
投
資
信
託
、
有
価
証
券
、
有
価
証
券
指
数
等
先
物

取
引
、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
、
外
国
市
場
証
券
先
物
取
引
、
有
価
証
券
店
頭
指
数
等
先
渡
取
引
、
有
価
証
券
店
頭
オ

プ
シ
ョ
ン
取
引
、
有
価
証
券
店
頭
指
数
等
ス
ワ
ッ
プ
取
引
、
受
益
証
券
、
適
格
機
関
投
資
家
私
募
、
投
資
信
託
委
託
業
、
投

資
法
人
資
産
運
用
業
、
投
資
信
託
委
託
業
者
、
投
資
法
人
、
登
録
投
資
法
人
、
投
資
口
、
投
資
証
券
、
投
資
主
、
投
資
法
人

債
、
投
資
法
人
債
券
、
資
産
保
管
会
社
、
一
般
事
務
受
託
者
又
は
外
国
投
資
信
託
を
い
い
、
「
信
託
会
社
等
」
と
は
、
法
第

四
条
に
規
定
す
る
信
託
会
社
等
を
い
い
、
「
投
資
法
人
債
権
者
」
と
は
、
法
第
百
三
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
投
資
法
人
債

－２－



権
者
を
い
う
。

第
二
章

投
資
信
託
制
度

（
法
第
二
条
第
一
項
等
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
）

第
二
条

法
第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
十
四
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

投
資
信
託
委
託
業
者

二

信
託
会
社
等
（
当
該
信
託
会
社
等
が
主
と
し
て
有
価
証
券
に
対
す
る
投
資
と
し
て
運
用
す
る
場
合
（
有
価
証
券
指
数
等

先
物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
、
外
国
市
場
証
券
先
物
取
引
、
有
価
証
券
店
頭
指
数
等
先
渡
取
引
、
有
価
証
券

店
頭
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
又
は
有
価
証
券
店
頭
指
数
等
ス
ワ
ッ
プ
取
引
を
行
う
場
合
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）

三

認
可
投
資
顧
問
業
者
（
有
価
証
券
に
係
る
投
資
顧
問
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
七
十
四
号

。
以
下
「
投
資
顧
問
業
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
投
資
顧
問
業
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定

す
る
投
資
顧
問
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

四

外
国
の
法
令
に
準
拠
し
て
設
立
さ
れ
、
か
つ
、
外
国
に
お
い
て
外
国
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
投
資
信
託
委
託
業
又
は

投
資
法
人
資
産
運
用
業
に
相
当
す
る
業
を
営
ん
で
い
る
法
人

－３－



五

外
国
の
法
令
に
準
拠
し
て
設
立
さ
れ
、
か
つ
、
外
国
に
お
い
て
投
資
顧
問
業
法
第
三
条
に
規
定
す
る
投
資
判
断
の
一
任

に
よ
る
投
資
を
行
う
業
務
を
営
ん
で
い
る
法
人

（
特
定
資
産
の
範
囲
）

第
三
条

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
資
産
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

有
価
証
券

二

有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
に
係
る
権
利

三

有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
係
る
権
利

四

外
国
市
場
証
券
先
物
取
引
に
係
る
権
利

五

有
価
証
券
店
頭
指
数
等
先
渡
取
引
に
係
る
権
利

六

有
価
証
券
店
頭
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
係
る
権
利

七

有
価
証
券
店
頭
指
数
等
ス
ワ
ッ
プ
取
引
に
係
る
権
利

八

不
動
産

九

不
動
産
の
賃
借
権

－４－



十

地
上
権

十
一

金
銭
債
権
（
第
一
号
、
次
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）

十
二

約
束
手
形
（
証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

第
十
九
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
三
十
条
第
三
項
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

十
三

金
融
先
物
取
引
等
（
金
融
先
物
取
引
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
金
融
先

物
取
引
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
権
利

十
四

金
利
、
通
貨
の
価
格
そ
の
他
の
指
標
の
数
値
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
当
事
者
間
で
約
定
さ
れ
た
数
値
と
将
来
の
一
定
の

時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
指
標
の
数
値
の
差
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
金
銭
の
授
受
を
約
す
る
取
引
又
は
こ
れ
に
類
似

す
る
取
引
で
あ
っ
て
、
総
理
府
令
で
定
め
る
も
の
（
金
融
先
物
取
引
等
を
除
く
。
以
下
「
金
融
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
と

い
う
。
）
に
係
る
権
利
（
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

十
五

次
に
掲
げ
る
も
の
を
信
託
す
る
信
託
の
受
益
権
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

イ

金
銭
（
信
託
財
産
を
主
と
し
て
前
各
号
に
掲
げ
る
資
産
に
対
す
る
投
資
と
し
て
運
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合

に
限
る
。
）

－５－



ロ

有
価
証
券

ハ

金
銭
債
権

ニ

不
動
産

ホ

地
上
権
及
び
土
地
の
賃
借
権

十
六

当
事
者
の
一
方
が
相
手
方
の
行
う
前
各
号
に
掲
げ
る
資
産
の
運
用
の
た
め
に
出
資
を
行
い
、
相
手
方
が
そ
の
出
資
さ

れ
た
財
産
を
主
と
し
て
当
該
資
産
に
対
す
る
投
資
と
し
て
運
用
し
、
当
該
運
用
か
ら
生
じ
る
利
益
の
分
配
を
行
う
こ
と
を

約
す
る
契
約
に
係
る
出
資
の
持
分
（
以
下
「
匿
名
組
合
出
資
持
分
」
と
い
う
。
）

十
七

金
銭
の
信
託
の
受
益
権
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
信
託
財
産
を
主
と
し

て
匿
名
組
合
出
資
持
分
に
対
す
る
投
資
と
し
て
運
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

（
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
）

第
四
条

法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

信
託
会
社
等

二

第
二
条
第
一
号
又
は
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者

－６－



（
証
券
投
資
信
託
の
範
囲
）

第
五
条

法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
は
、
投
資
信
託
財
産
（
法
第
十
四
条
第
一

項
に
規
定
す
る
投
資
信
託
財
産
を
い
う
。
第
四
十
四
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
の
総
額
の
二
分
の

一
を
超
え
る
額
を
有
価
証
券
に
対
す
る
投
資
と
し
て
運
用
す
る
こ
と
（
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ

ン
取
引
、
外
国
市
場
証
券
先
物
取
引
、
有
価
証
券
店
頭
指
数
等
先
渡
取
引
、
有
価
証
券
店
頭
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
又
は
有
価
証

券
店
頭
指
数
等
ス
ワ
ッ
プ
取
引
を
行
う
こ
と
を
含
む
。
）
を
目
的
と
す
る
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
と
す
る
。

（
公
募
の
範
囲
）

第
六
条

法
第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
五
十
人
以
上
の
者
を
相
手
方
と
す
る
場
合
と
す
る
。

（
適
格
機
関
投
資
家
私
募
の
範
囲
）

第
七
条

法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
受
益
証
券
に
、
総
理
府
令
で
定
め
る
方
式
に
従
い
、
適

格
機
関
投
資
家
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
適
格
機
関
投
資
家
を
い
う
。
第
五
十
四
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
譲
渡
す
る
場
合
以
外
の
譲
渡
が
禁
止
さ
れ
る
旨
の
制
限
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
と
し

て
総
理
府
令
で
定
め
る
場
合
と
す
る
。

－７－



（
金
銭
信
託
以
外
の
投
資
信
託
の
禁
止
の
適
用
除
外
）

第
八
条

法
第
五
条
の
三
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
証
券
投
資
信
託
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

受
益
者
の
請
求
に
よ
り
そ
の
受
益
証
券
を
当
該
証
券
投
資
信
託
の
投
資
信
託
財
産
に
属
す
る
有
価
証
券
（
総
理
府
令
で

定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
と
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
交
換
を
行
う
旨
を
投
資
信
託
約
款
（
法
第
二
十
五
条
第

一
項
に
規
定
す
る
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
約
款
を
い
う
。
第
四
十
五
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
に
定
め
た
証
券
投
資

信
託
（
金
銭
の
信
託
に
限
る
。
）

二

そ
の
受
益
権
を
他
の
証
券
投
資
信
託
の
投
資
信
託
財
産
に
取
得
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
証
券
投
資
信
託
で
あ
っ
て

、
当
該
受
益
権
を
他
の
証
券
投
資
信
託
の
投
資
信
託
財
産
に
属
す
る
有
価
証
券
（
総
理
府
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

を
も
っ
て
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
取
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
投
資
信
託
約
款
に
定
め
た
も
の

（
法
第
八
条
第
一
項
第
三
号
等
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
使
用
人
）

第
九
条

法
第
八
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
九
条
第
二
項
第
六+
号
（
同
号
ホ
、
ト
、
チ
及
び
ヌ
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
政

令
で
定
め
る
使
用
人
は
、
法
第
六
条
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
で
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と

す
る
。

－８－



一

投
資
信
託
財
産
の
運
用
の
指
図
を
行
う
部
門
を
統
括
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
総
理
府
令
で
定
め
る
者

二

投
資
信
託
委
託
業
又
は
投
資
法
人
資
産
運
用
業
に
関
し
法
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
支
店
そ
の
他
の
営
業
所
の
業
務
を

統
括
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
総
理
府
令
で
定
め
る
者

（
最
低
資
本
の
額
）

第
十
条

法
第
九
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
一
億
円
と
す
る
。

２

法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
資
本
の
額
を
本
邦
通
貨
に
換
算
す
る
場
合
に
は
、
認
可
申
請
の
時
に
お
け
る
外
国
為
替
相
場

（
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
外
国
為
替
相

場
又
は
裁
定
外
国
為
替
相
場
を
い
う
。
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
九
条
第
二
項
第
六
号
ホ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
使
用
人
）

第
十
一
条

法
第
九
条
第
二
項
第
六
号
ホ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
使
用
人
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と

す
る
。

一

第
九
条
各
号
に
掲
げ
る
者

二

有
価
証
券
に
係
る
投
資
顧
問
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
三
号
）
第
三
条
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各
号
に
掲
げ
る
者

三

信
託
会
社
等
に
お
い
て
信
託
財
産
の
運
用
を
行
う
部
門
を
統
括
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
総
理
府
令
で

定
め
る
者

四

信
託
の
引
受
け
を
行
う
業
務
に
関
し
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
八
条
の
支
店
そ
の
他
の
営
業
所

の
業
務
を
統
括
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
総
理
府
令
で
定
め
る
者

五

商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
四
年
政
令
第
四
十
五
号
）
第
十
条
各
号
に
掲
げ
る
者

六

不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
施
行
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
三
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
者

（
法
第
九
条
第
二
項
第
六
号
ト
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
使
用
人
）

第
十
二
条

法
第
九
条
第
二
項
第
六
号
ト
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
使
用
人
は
、
有
価
証
券
に
係
る
投
資
顧
問
業
の
規
制
等

に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
三
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

（
法
第
九
条
第
二
項
第
六
号
チ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
使
用
人
）

第
十
三
条

法
第
九
条
第
二
項
第
六
号
チ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
使
用
人
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と

す
る
。
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一

投
資
信
託
財
産
の
運
用
の
指
図
を
行
う
部
門
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
部
門
を
統
括
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
と

し
て
総
理
府
令
で
定
め
る
者

二

投
資
信
託
委
託
業
又
は
投
資
法
人
資
産
運
用
業
に
相
当
す
る
業
に
関
し
事
務
所
の
業
務
を
統
括
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に

準
ず
る
者
と
し
て
総
理
府
令
で
定
め
る
者

三

信
託
財
産
の
運
用
を
行
う
部
門
を
統
括
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
総
理
府
令
で
定
め
る
者

四

信
託
の
引
受
け
を
行
う
業
に
関
し
事
務
所
の
業
務
を
統
括
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
総
理
府
令
で
定
め

る
者

五

投
資
顧
問
業
（
投
資
顧
問
業
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
投
資
顧
問
業
を
い
う
。
）
に
相
当
す
る
業
務
に
関
し
事
務

所
の
業
務
を
統
括
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
総
理
府
令
で
定
め
る
者

六

顧
客
に
対
す
る
投
資
顧
問
契
約
（
投
資
顧
問
業
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
投
資
顧
問
契
約
を
い
う
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
基
づ
く
助
言
の
業
務
に
相
当
す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
目
的
で
有
価
証
券
の
価
値
等
の
分
析
又
は
当
該
分

析
に
基
づ
く
投
資
判
断
を
行
う
者

七

顧
客
に
対
す
る
投
資
顧
問
契
約
に
基
づ
く
助
言
の
業
務
に
相
当
す
る
業
務
を
行
う
者
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八

商
品
投
資
顧
問
業
（
商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
二
条
第
七
項

に
規
定
す
る
商
品
投
資
顧
問
業
を
い
う
。
）
に
相
当
す
る
業
に
関
し
事
務
所
の
業
務
を
統
括
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず

る
者
と
し
て
総
理
府
令
で
定
め
る
者

九

不
動
産
特
定
共
同
事
業
（
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
（
平
成
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
不

動
産
特
定
共
同
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
相
当
す
る
業
に
関
し
事
務
所
の
業
務
を
統
括
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
準

ず
る
者
と
し
て
総
理
府
令
で
定
め
る
者

（
法
第
九
条
第
二
項
第
六
号
ヌ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
使
用
人
）

第
十
四
条

法
第
九
条
第
二
項
第
六
号
ヌ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
使
用
人
は
、
前
条
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

（
受
益
証
券
等
の
預
託
の
受
入
れ
の
禁
止
の
適
用
除
外
）

第
十
五
条

法
第
十
三
条
の
二
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

投
資
信
託
委
託
業
者
が
自
ら
募
集
等
（
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
募
集
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
っ
た
受
益

証
券
に
係
る
顧
客
の
応
募
代
金
若
し
く
は
売
却
代
金
又
は
当
該
受
益
証
券
に
係
る
投
資
信
託
の
解
約
金
、
収
益
金
若
し
く
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は
償
還
金
の
預
託
を
受
け
る
場
合

二

投
資
信
託
委
託
業
者
が
募
集
の
取
扱
い
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
行
為
（
法
第
百
九
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
募
集
の

取
扱
い
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
行
為
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
た
投
資
口
に
係
る
顧
客
の
応
募
代
金
若

し
く
は
売
却
代
金
又
は
当
該
投
資
口
の
払
戻
金
若
し
く
は
分
配
金
若
し
く
は
残
余
財
産
の
分
配
金
の
預
託
を
受
け
る
場
合

三

投
資
信
託
委
託
業
者
が
募
集
の
取
扱
い
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
行
為
を
行
っ
た
投
資
法
人
の
投
資
法
人
債
に
係
る
顧
客

の
応
募
代
金
若
し
く
は
売
却
代
金
又
は
当
該
投
資
法
人
債
に
係
る
利
息
若
し
く
は
償
還
金
の
預
託
を
受
け
る
場
合

四

投
資
信
託
委
託
業
者
が
法
第
三
十
四
条
の
十
第
三
項
の
認
可
を
受
け
て
宅
地
建
物
取
引
業
を
営
む
場
合
に
当
該
業
務
に

係
る
顧
客
か
ら
当
該
業
務
に
係
る
金
銭
の
預
託
を
受
け
る
場
合

２

前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
投
資
信
託
委
託
業
者
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
顧
客
か
ら
預
託
を
受
け
た
金
銭
を
、
当
該
投
資
信
託
委
託
業
者
が
投
資
信
託
委
託
業
又
は
投
資
法
人
資
産
運
用
業
を
廃

止
し
た
場
合
そ
の
他
投
資
信
託
委
託
業
又
は
投
資
法
人
資
産
運
用
業
を
行
わ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
顧
客
に
返
還
す
べ

き
額
に
相
当
す
る
金
銭
を
管
理
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
国
内
に
お
い
て
、
信
託
会
社
等
に
信
託
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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（
法
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
取
引
）

第
十
六
条

法
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
取
引
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

投
資
信
託
委
託
業
者
が
投
資
信
託
財
産
の
宅
地
又
は
建
物
の
売
買
又
は
貸
借
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
こ
と
。

二

投
資
信
託
委
託
業
者
が
、
法
第
三
十
四
条
の
十
第
二
項
の
届
出
を
し
て
不
動
産
の
管
理
業
務
を
営
む
場
合
に
お
い
て
、

投
資
信
託
財
産
の
不
動
産
の
管
理
を
受
託
す
る
こ
と
。

三

投
資
信
託
委
託
業
者
が
、
法
第
三
十
四
条
の
十
第
二
項
の
届
出
を
し
て
不
動
産
特
定
共
同
事
業
を
営
む
場
合
に
お
い
て

、
次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
投
資
信
託
財
産
の
不
動
産
を
取
得
す
る
こ
と
。

イ

投
資
信
託
契
約
（
法
第
四
条
に
規
定
す
る
投
資
信
託
契
約
を
い
う
。
次
条
及
び
第
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
終

了
に
伴
う
も
の
で
あ
る
場
合

ロ

不
動
産
が
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
（
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
不
動
産
特

定
共
同
事
業
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
不
動
産
取
引
の
目
的
で
あ
る
場
合

四

投
資
信
託
委
託
業
者
が
、
法
第
三
十
四
条
の
十
第
三
項
の
認
可
を
受
け
て
証
券
業
を
営
む
場
合
に
お
い
て
、
投
資
信
託

財
産
に
係
る
次
に
掲
げ
る
取
引
の
取
次
ぎ
を
行
う
こ
と
。
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イ

有
価
証
券
の
売
買

ロ

有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引

ハ

有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引

ニ

外
国
市
場
証
券
先
物
取
引

ホ

有
価
証
券
店
頭
指
数
等
先
渡
取
引

ヘ

有
価
証
券
店
頭
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引

ト

有
価
証
券
店
頭
指
数
等
ス
ワ
ッ
プ
取
引

五

投
資
信
託
委
託
業
者
が
、
法
第
三
十
四
条
の
十
第
三
項
の
認
可
を
受
け
て
金
融
先
物
取
引
業
（
金
融
先
物
取
引
法
第
二

条
第
九
項
に
規
定
す
る
金
融
先
物
取
引
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
営
む
場
合
に
お
い
て
、
投
資
信
託
財
産
に
係
る
金

融
先
物
取
引
等
の
取
次
ぎ
を
行
う
こ
と
。

六

受
益
者
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
の
な
い
場
合
と
し
て
総
理
府
令
で
定
め
る
場
合
に
、
投
資
信
託
委
託
業
者
が
投
資
信

託
財
産
の
不
動
産
を
賃
借
す
る
こ
と
。

七

個
別
の
取
引
ご
と
に
す
べ
て
の
受
益
者
の
同
意
を
得
て
行
う
取
引

－１５－



八

そ
の
他
受
益
者
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
と
し
て
金
融
再
生
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
行
う
取
引

（
法
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
取
引
）

第
十
七
条

法
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
取
引
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
取
引

イ

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
場
合
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

投
資
信
託
契
約
の
終
了
に
伴
う
も
の
で
あ
る
場
合

投
資
信
託
契
約
の
一
部
解
約
に
伴
う
解
約
金
の
支
払
に
応
ず
る
た
め
に
行
う
も
の
で
あ
る
場
合

法
令
の
規
定
又
は
投
資
信
託
約
款
に
定
め
ら
れ
て
い
る
投
資
の
割
合
を
超
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
割
合
を
超
え
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
行
う
も
の
で
あ
る
場
合

投
資
信
託
財
産
相
互
間
で
取
引
を
成
立
さ
せ
る
意
図
を
も
っ
て
行
う
も
の
で
な
い
場
合

ロ

有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
総
理
府
令
で
定
め
る
取
引
で
あ
っ
て
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
公
正
な
価

額
に
よ
り
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

個
別
の
取
引
ご
と
に
双
方
の
投
資
信
託
財
産
に
係
る
す
べ
て
の
受
益
者
の
同
意
を
得
て
行
う
取
引
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三

そ
の
他
受
益
者
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
と
し
て
金
融
再
生
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
行
う
取
引

（
法
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
取
引
）

第
十
八
条

法
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
取
引
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
と
す
る
。

一

投
資
信
託
財
産
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
取
引

イ

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
場
合
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

投
資
信
託
契
約
の
終
了
に
伴
う
も
の
で
あ
る
場
合

投
資
信
託
契
約
の
一
部
解
約
に
伴
う
解
約
金
の
支
払
に
応
ず
る
た
め
に
行
う
も
の
で
あ
る
場
合

法
令
の
規
定
又
は
投
資
信
託
約
款
に
定
め
ら
れ
て
い
る
投
資
の
割
合
を
超
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
割
合
を
超
え
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
行
う
も
の
で
あ
る
場
合

投
資
法
人
と
の
間
で
取
引
を
成
立
さ
せ
る
意
図
を
も
っ
て
行
う
も
の
で
な
い
場
合

ロ

有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
総
理
府
令
で
定
め
る
取
引
で
あ
っ
て
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
公
正
な
価

額
に
よ
り
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

投
資
法
人
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
取
引

－１７－



イ

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
場
合
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

資
産
運
用
委
託
契
約
（
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
資
産
運
用
委
託
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
終
了
に

伴
う
も
の
で
あ
る
場
合

投
資
口
の
払
戻
し
に
伴
う
払
戻
金
の
支
払
に
応
ず
る
た
め
に
行
う
も
の
で
あ
る
場
合

そ
の
資
産
に
つ
い
て
、
法
令
の
規
定
又
は
規
約
に
定
め
ら
れ
て
い
る
投
資
の
割
合
を
超
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
割
合
を
超
え
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
行
う
も
の
で
あ
る
場
合

投
資
信
託
財
産
と
の
間
で
取
引
を
成
立
さ
せ
る
意
図
を
も
っ
て
行
う
も
の
で
な
い
場
合

ロ

有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
総
理
府
令
で
定
め
る
取
引
で
あ
っ
て
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
公
正
な
価

額
に
よ
り
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

個
別
の
取
引
ご
と
に
す
べ
て
の
受
益
者
及
び
す
べ
て
の
投
資
主
の
同
意
を
得
て
行
う
取
引

四

そ
の
他
受
益
者
及
び
投
資
主
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
と
し
て
金
融
再
生
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
行
う

取
引

（
法
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
資
産
等
）
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第
十
九
条

法
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
資
産
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

オ
プ
シ
ョ
ン
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
十
号
の
二
に
規
定
す
る
オ
プ
シ
ョ
ン
を
い
う
。
）
と
類
似
の
権
利
で
あ

っ
て
外
国
市
場
証
券
先
物
取
引
の
う
ち
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
と
類
似
の
取
引
に
係
る
も
の

二

不
動
産

三

不
動
産
の
賃
借
権

四

地
上
権

五

金
銭
債
権

六

約
束
手
形

七

金
融
オ
プ
シ
ョ
ン
（
金
融
先
物
取
引
法
第
二
条
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
金
融
オ
プ
シ
ョ
ン
を
い
う
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。
）

八

金
融
オ
プ
シ
ョ
ン
と
類
似
の
権
利
で
あ
っ
て
海
外
金
融
先
物
市
場
（
金
融
先
物
取
引
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
海

外
金
融
先
物
市
場
を
い
う
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
金
融
先
物
取
引
と
類
似
の
取
引
に
係
る
も
の

九

第
三
条
第
十
五
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
信
託
の
受
益
権
（
第
三
十
条
第
三
項
第
九
号
に
お
い
て
「
信
託
受
益
権
」
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と
い
う
。
）

十

匿
名
組
合
出
資
持
分

十
一

そ
の
他
総
理
府
令
で
定
め
る
も
の

２

法
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
指
数
又
は
数
値
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

有
価
証
券
指
数
と
類
似
の
指
数
で
あ
っ
て
外
国
市
場
証
券
先
物
取
引
の
う
ち
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
と
類
似
の
取

引
に
係
る
も
の

二

有
価
証
券
店
頭
指
数
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
店
頭
指
数
を
い
う
。
）

三

金
融
指
標
（
金
融
先
物
取
引
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
金
融
指
標
を
い
う
。
）

四

そ
の
他
総
理
府
令
で
定
め
る
も
の

（
投
資
信
託
委
託
業
者
の
利
害
関
係
人
等
の
範
囲
）

第
二
十
条

法
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一

投
資
信
託
委
託
業
者
の
経
営
を
支
配
し
て
い
る
も
の
と
し
て
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

イ

次
に
掲
げ
る
者
が
自
己
又
は
他
人
（
仮
設
人
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
義
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を
も
っ
て
所
有
し
て
い
る
当
該
投
資
信
託
委
託
業
者
の
株
式
（
議
決
権
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
四

十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
又
は
出
資
（
議
決
権
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額

の
合
計
が
、
当
該
投
資
信
託
委
託
業
者
の
発
行
済
株
式
（
議
決
権
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
七

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
数
又
は
出
資
の
総
額
の
百
分
の
五
十
を
超
え
て
い
る
こ
と
（

に
掲
げ
る
者
が
信
託
会
社

等
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
金
銭
又
は
有
価
証
券
の
信
託
に
係
る
信
託
財
産
と
し
て
所
有
す
る
株
式
又
は
出
資
（
委

託
者
又
は
受
益
者
が
、
議
決
権
を
行
使
し
、
又
は
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
当
該
信
託
会
社
等
に
指
図
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
に
限
る
。
）
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。
）
。

当
該
者

当
該
者
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
七
条
に
お
い
て
「
法
人
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場

合
に
お
け
る
そ
の
役
員
（
取
締
役
若
し
く
は
監
査
役
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
役
職
に
あ
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

及
び
第
四
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
主
要
株
主
（
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
の
総
額
の
百
分
の
十
以
上

の
株
式
又
は
出
資
を
自
己
又
は
他
人
の
名
義
を
も
っ
て
所
有
し
て
い
る
株
主
又
は
出
資
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及

び
第
四
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
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又
は

に
掲
げ
る
者
の
親
族
（
配
偶
者
並
び
に
二
親
等
以
内
の
血
族
及
び
姻
族
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
、
第
四

十
七
条
及
び
第
九
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
掲
げ
る
主
要
株
主
が
法
人
等
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
役
員
並
び
に
当
該
主
要
株
主
の
関
係
親
法
人
等
（

法
人
等
が
他
の
法
人
等
の
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
の
総
額
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
株
式
又
は
出
資
を
自
己

又
は
他
人
の
名
義
を
も
っ
て
所
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
法
人
等
を
い
い
、
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
総
理

府
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
そ
の
役
員

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
が
法
人
等
の
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
の
総
額
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
株
式

又
は
出
資
を
自
己
又
は
他
人
の
名
義
を
も
っ
て
所
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
法
人
等
及
び
そ
の
役
員

に
掲
げ
る
法
人
等
の
関
係
子
法
人
等
（
法
人
等
が
他
の
法
人
等
の
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
の
総
額
の
百

分
の
五
十
を
超
え
る
株
式
又
は
出
資
を
自
己
又
は
他
人
の
名
義
を
も
っ
て
所
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の

法
人
等
を
い
い
、
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
総
理
府
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
七
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
及
び
そ
の
役
員

ロ

イ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
並
び
に
イ

に
掲
げ
る
当
該
者
の
役
員
で
あ
っ
た
者
（
役
員
で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
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二
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
使
用
人
及
び
使
用
人
で

あ
っ
た
者
（
使
用
人
で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
七
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
、
当
該
投
資
信
託
委
託
業
者
の
取
締
役
（
こ
れ
に
類
す
る
役
職
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条

及
び
第
四
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
そ
の
代
表
権
を
有
す
る
取
締
役
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
。

二

投
資
信
託
委
託
業
者
に
よ
っ
て
そ
の
経
営
が
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
法
人
等

イ

次
に
掲
げ
る
者
が
自
己
又
は
他
人
の
名
義
を
も
っ
て
所
有
し
て
い
る
当
該
法
人
等
の
株
式
の
数
又
は
出
資
の
額
の
合

計
が
、
当
該
法
人
等
の
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
の
総
額
の
百
分
の
五
十
を
超
え
て
い
る
こ
と
。

当
該
投
資
信
託
委
託
業
者

当
該
投
資
信
託
委
託
業
者
の
役
員
及
び
主
要
株
主

に
掲
げ
る
者
の
親
族

当
該
投
資
信
託
委
託
業
者
の
主
要
株
主
が
法
人
等
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
役
員
並
び
に
当
該
主
要
株
主
の
関

係
親
法
人
等
及
び
そ
の
役
員
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か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
が
法
人
等
の
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
の
総
額
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
株
式

又
は
出
資
を
自
己
又
は
他
人
の
名
義
を
も
っ
て
所
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
法
人
等
及
び
そ
の
役
員

に
掲
げ
る
法
人
等
の
関
係
子
法
人
等
及
び
そ
の
役
員

ロ

イ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
並
び
に
当
該
投
資
信
託
委
託
業
者
の
役
員
で
あ
っ
た
者
、
使
用
人
及
び
使
用
人
で
あ

っ
た
者
が
、
当
該
法
人
等
の
取
締
役
又
は
そ
の
代
表
権
を
有
す
る
取
締
役
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
。

三

投
資
信
託
委
託
業
者
が
発
行
す
る
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
募
集
の
取
扱
い
等
（
法
第
三
十
四
条
第
一

項
に
規
定
す
る
募
集
の
取
扱
い
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
者
の
う
ち
、
当
該
募
集
の
取
扱
い
等
を
行
う
受
益
証

券
に
係
る
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
の
信
託
の
元
本
の
合
計
額
と
し
て
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額

が
当
該
投
資
信
託
委
託
業
者
が
設
定
す
る
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
の
信
託
の
元
本
の
合
計
額
と
し
て
総
理
府
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
者

四

投
資
信
託
委
託
業
者
が
資
産
の
運
用
を
行
う
投
資
法
人
の
投
資
口
又
は
投
資
法
人
債
の
募
集
の
取
扱
い
等
を
行
う
者
の

う
ち
、
当
該
募
集
の
取
扱
い
等
を
行
う
投
資
口
又
は
投
資
法
人
債
の
合
計
額
と
し
て
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

計
算
し
た
額
が
当
該
投
資
法
人
が
発
行
を
行
う
投
資
口
又
は
投
資
法
人
債
の
合
計
額
と
し
て
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
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に
よ
り
計
算
し
た
額
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
者

五

前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
総
理
府
令
で
定
め
る
者

（
法
第
十
五
条
第
二
項
第
三
号
ニ
等
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
）

第
二
十
一
条

法
第
十
五
条
第
二
項
第
三
号
ニ
、
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
三
号
ニ
及
び
第
四
十
九
条
の
九
第
二
項
第
三
号

ニ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

銀
行

二

農
林
中
央
金
庫
及
び
商
工
組
合
中
央
金
庫

三

信
用
金
庫
、
信
用
金
庫
連
合
会
、
労
働
金
庫
、
労
働
金
庫
連
合
会
、
信
用
協
同
組
合
及
び
協
同
組
合
連
合
会
（
中
小
企

業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
第
九
条
の
九
第
二
号
の
事
業
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）

四

業
と
し
て
資
金
の
貸
付
け
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
農
業
協
同
組
合
、
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、
漁
業
協
同
組
合
、
漁
業

協
同
組
合
連
合
会
、
水
産
加
工
業
協
同
組
合
、
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会

五

保
険
会
社
及
び
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
外
国
保
険
会
社
等

六

貸
金
業
者
（
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
貸
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金
業
者
を
い
う
。
）

七

金
融
先
物
取
引
業
者
（
金
融
先
物
取
引
法
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
金
融
先
物
取
引
業
者
を
い
う
。
）

（
特
定
資
産
の
価
格
を
調
査
す
る
者
）

第
二
十
二
条

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
受
託
会
社
の
利
害
関
係
人
等
（
法
第
四
十
九
条

の
九
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
利
害
関
係
人
等
を
い
う
。
第
五
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
者
で
あ
っ
て
、
次
に

掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

弁
護
士
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の

イ

当
該
投
資
信
託
委
託
業
者
又
は
当
該
受
託
会
社
の
役
員

ロ

法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
鑑
定
評
価
を
行
う
者

ハ

業
務
の
停
止
の
処
分
を
受
け
、
そ
の
停
止
の
期
間
を
経
過
し
な
い
者

二

公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
六
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
外
国
公
認
会

計
士
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
監
査
法
人
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の

イ

公
認
会
計
士
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者

－２６－



当
該
投
資
信
託
委
託
業
者
又
は
当
該
受
託
会
社
の
役
員

法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
鑑
定
評
価
を
行
う
者

業
務
の
停
止
の
処
分
を
受
け
、
そ
の
停
止
の
期
間
を
経
過
し
な
い
者

ロ

監
査
法
人
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者

そ
の
社
員
の
う
ち
に
イ

又
は

に
掲
げ
る
者
が
あ
る
も
の

業
務
の
停
止
の
処
分
を
受
け
、
そ
の
停
止
の
期
間
を
経
過
し
な
い
者

三

不
動
産
鑑
定
士
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の
（
特
定
資
産
（
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
資

産
を
い
う
。
以
下
次
号
、
第
三
十
四
条
第
三
号
、
第
四
号
、
第
四
十
九
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
が
不
動
産
（
土
地
若
し
く
は
建
物
又
は
こ
れ
ら
に
関
す
る
所
有
権
以
外
の
権
利
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
三
十
四
条

第
三
号
及
び
第
四
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
不
動
産
の
み
を
信
託
す
る
信
託
の
受
益
権
の
場
合
に

限
る
。
）

イ

当
該
投
資
信
託
委
託
業
者
又
は
当
該
受
託
会
社
の
役
員

ロ

法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
鑑
定
評
価
を
行
う
者

－２７－



ハ

不
動
産
の
鑑
定
評
価
を
行
う
こ
と
を
禁
止
す
る
処
分
を
受
け
、
そ
の
禁
止
の
期
間
を
経
過
し
な
い
者

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
資
産
の
評
価
に
関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
と
し
て
総
理
府
令
で
定
め
る
も

の
（
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
）

第
二
十
三
条

法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律

第
百
五
号
。
以
下
「
資
産
流
動
化
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
優
先
出
資
社
員
と
す
る
。

（
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
権
利
）

第
二
十
四
条

法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
権
利
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
百
八
十
条
ノ
十
五
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
権
利
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
投
資
主
の
権
利
で
総
理
府
令
で
定
め
る
も
の

二

協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
四
号
）
第
六
条
及
び
第
十
四
条
に
お
い
て

準
用
す
る
商
法
第
二
百
八
十
条
ノ
十
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
権
利
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
優
先
出
資
者
の
権
利
で
総

理
府
令
で
定
め
る
も
の

－２８－



三

資
産
流
動
化
法
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
商
法
第
二
百
八
十
条
ノ
十
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
権
利
そ
の
他

こ
れ
に
準
ず
る
優
先
出
資
社
員
の
権
利
で
総
理
府
令
で
定
め
る
も
の

（
法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
権
利
）

第
二
十
五
条

法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
権
利
は
、
資
産
流
動
化
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
優

先
出
資
に
係
る
権
利
と
す
る
。

（
法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
規
定
）

第
二
十
六
条

法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
規
定
は
、
資
産
流
動
化
法
第
六
十
二
条
と
す
る
。

（
投
資
信
託
約
款
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
の
交
付
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

第
二
十
七
条

法
第
二
十
六
条
第
二
項
（
法
第
四
十
九
条
の
十
一
及
び
第
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

受
益
証
券
の
取
得
の
申
込
み
の
勧
誘
が
適
格
機
関
投
資
家
私
募
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合

二

受
益
証
券
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
者
が
現
に
当
該
受
益
証
券
に
係
る
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
（
法
第
四
十
九
条
の
十

一
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
委
託
者
非
指
図
型
投
資
信
託
、
法
第
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ

－２９－



っ
て
は
外
国
投
資
信
託
）
の
受
益
証
券
を
所
有
し
て
い
る
場
合

（
投
資
信
託
委
託
業
者
が
行
う
受
益
証
券
の
募
集
等
の
範
囲
）

第
二
十
八
条

法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、
投
資
信
託
委
託
業
者
が
募
集
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第

三
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
募
集
を
い
う
。
第
五
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
私
募
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
三
項
に

規
定
す
る
有
価
証
券
の
私
募
を
い
う
。
第
五
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
た
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の

転
売
を
目
的
と
し
な
い
買
取
り
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
行
為
と
す
る
。

（
投
資
信
託
委
託
業
者
が
行
う
受
益
証
券
の
募
集
等
に
関
し
証
券
取
引
法
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

第
二
十
九
条

法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
お
い
て
投
資
信
託
委
託
業
者
が
自
ら
設
定
す
る
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
の
受
益
証

券
の
募
集
等
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
投
資
信
託
委
託
業
者
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
に
つ
い
て
証
券
取
引
法
第

三
十
三
条
、
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
、
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
九
号
並
び
に
第
四
十
五
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合

に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
証
券
取
引
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

－３０－



第
三
十
三
条

業
務

受
益
証
券
の
募
集
等
の
業
務

第
四
十
二
条
第
一
項
（
第
二

第
三
十
四
条
第
二
項
第
一
号

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
三
十

号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
七

四
条
の
十
第
一
項
第
一
号

号
及
び
第
八
号
を
除
く
。
）

証
券
業

受
益
証
券
の
募
集
等
の
業
務

有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引

受
益
証
券
の
募
集
等
に
係
る
取
引

又
は
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引

若
し
く
は
有
価
証
券
店
頭
オ
プ
シ

ョ
ン
取
引

有
価
証
券
の
価
格
又
は
オ
プ
シ
ョ

受
益
証
券
の
価
格

ン
の
対
価
の
額

有
価
証
券
の
売
買
若
し
く
は
そ
の

受
益
証
券
の
募
集
等
に
係
る
取
引

受
託
等
（
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代

理
の
申
込
み
（
以
下
「
委
託
等
」

－３１－



と
い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
、
有
価
証
券

指
数
等
先
物
取
引
若
し
く
は
有
価

証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
の
受
託
又

は
有
価
証
券
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
若
し
く
は
そ
の
受
託
等

売
買
の
別
（
有
価
証
券
指
数
等
先

売
買
の
別
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
取
引
の
別

物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン

取
引
又
は
有
価
証
券
店
頭
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
取
引
に
あ
つ
て
は
、
売
買

の
別
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
総

理
府
令
で
定
め
る
事
項
。
次
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
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有
価
証
券
の
売
買
等
又
は
有
価
証

受
益
証
券
の
募
集
等
に
係
る
取
引

券
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

こ
の
号
、
次
条
第
一
項
第
一
号
及

こ
の
号

び
第
四
十
七
条
第
三
項

売
買
の
別
、

売
買
の
別
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
取
引
の
別
、

有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引

受
益
証
券
の
募
集
等
に
係
る
取
引

又
は
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引

等
（
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引

又
は
こ
れ
に
係
る
第
二
条
第
八
項

第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ

る
行
為
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
等

（
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
又

－３３－



は
こ
れ
に
係
る
同
項
第
二
号
若
し

く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
有

価
証
券
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

等

第
四
十
五
条

親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
と
有
価

利
害
関
係
人
等
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関

証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
又
は

す
る
法
律
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る

有
価
証
券
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取

利
害
関
係
人
等
で
あ
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
を
い

引

う
。
以
下
同
じ
。
）
と
受
益
証
券
の
募
集
等
に
係

る
取
引

第
二
条
第
八
項
各
号
に
掲
げ
る
行

受
益
証
券
の
募
集
等

為親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
が

利
害
関
係
人
等
が

－３４－



証
券
業

投
資
信
託
委
託
業

２

法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
お
い
て
投
資
信
託
委
託
業
者
が
自
ら
設
定
す
る
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
募
集

等
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
投
資
信
託
委
託
業
者
に
つ
い
て
証
券
取
引
法
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び

第
三
項
並
び
に
第
四
十
三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と

お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
証
券
取
引
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

第
四
十
一
条

有
価
証
券
の
売
買
等
、
外
国
市
場

当
該
受
益
証
券
の
募
集
等
に
係
る
取
引

証
券
先
物
取
引
又
は
有
価
証
券
店

頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

第
四
十
二
条
の
二
第
一
項

有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引

受
益
証
券
の
募
集
等
に
係
る
取
引

（
買
戻
価
格
が
あ
ら
か
じ
め
定
め

ら
れ
て
い
る
買
戻
条
件
付
売
買
そ
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の
他
の
政
令
で
定
め
る
取
引
を
除

く
。
）
又
は
有
価
証
券
指
数
等
先

物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン

取
引
、
外
国
市
場
証
券
先
物
取
引

若
し
く
は
有
価
証
券
店
頭
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
取
引
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他

の
取
引
等
」
と
い
う
。
）

有
価
証
券
又
は
有
価
証
券
指
数
等

受
益
証
券

先
物
取
引
、
オ
プ
シ
ョ
ン
、
外
国

市
場
証
券
先
物
取
引
若
し
く
は
有

価
証
券
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
有
価

－３６－



証
券
等
」
と
い
う
。
）

信
託
会
社
等

信
託
会
社
又
は
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号

）
第
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
金
融
機
関

有
価
証
券
の
売
買
等
、
外
国
市
場

受
益
証
券
の
募
集
等
に
係
る
取
引

証
券
先
物
取
引
又
は
有
価
証
券
店

頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

こ
の
条
及
び
第
六
十
五
条
の
二
第

こ
の
条

六
項

有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引

受
益
証
券
の
募
集
等
に
係
る
取
引

等有
価
証
券
等
に
つ
い
て

受
益
証
券
に
つ
い
て

第
四
十
二
条
の
二
第
三
項

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
五

を
い
う

－３７－



十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ

第
四
十
三
条

業
務

受
益
証
券
の
募
集
等
の
業
務

有
価
証
券
の
買
付
け
若
し
く
は
売

受
益
証
券
の
募
集
等
に
係
る
取
引

付
け
若
し
く
は
そ
の
委
託
等
、
有

価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
、
有
価

証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
若
し
く
は

外
国
市
場
証
券
先
物
取
引
の
委
託

又
は
有
価
証
券
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
取
引
若
し
く
は
そ
の
委
託
等

３

法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
お
い
て
投
資
信
託
委
託
業
者
が
自
ら
設
定
す
る
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
募
集

等
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
投
資
信
託
委
託
業
者
の
顧
客
に
つ
い
て
証
券
取
引
法
第
四
十
二
条
の
二
第
二
項
及
び
第
四
項

の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
証
券
取
引
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

－３８－



規
定

第
四
十
二
条
の
二
第
二
項

有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引

受
益
証
券
の
募
集
等
に
係
る
取
引

等前
項
第
一
号

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
十

七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
第
一
号

前
項
第
二
号

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
十

七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
第
二
号

前
項
第
三
号

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
十

七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
第
三
号

第
四
十
二
条
の
二
第
四
項

約
束
が
事
故

約
束
が
事
故
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す

る
法
律
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
に

規
定
す
る
事
故
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
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（
法
第
二
十
八
条
第
一
項
本
文
及
び
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
等
）

第
三
十
条

法
第
二
十
八
条
第
一
項
本
文
及
び
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
投
資
信
託
委
託
業
者
が
資
産
の

運
用
を
行
う
投
資
法
人
で
あ
っ
て
、
同
項
第
一
号
の
特
定
資
産
と
同
種
の
資
産
を
投
資
の
対
象
と
す
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

当
該
投
資
信
託
委
託
業
者
又
は
そ
の
取
締
役

二

運
用
の
指
図
を
行
う
他
の
投
資
信
託
財
産

三

資
産
の
運
用
を
行
う
投
資
法
人

四

利
害
関
係
人
等
（
法
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
利
害
関
係
人
等
を
い
う
。
第
三
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
五

投
資
信
託
委
託
業
及
び
投
資
法
人
資
産
運
用
業
以
外
の
業
務
の
顧
客
で
あ
っ
て
総
理
府
令
で
定
め
る
も
の

３

法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
（
法
第
四
十
九
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
取
引
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
と
す
る
。

一

有
価
証
券
（
総
理
府
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
譲
渡
並
び
に
貸
借

－４０－



二

有
価
証
券
店
頭
指
数
等
先
渡
取
引
、
有
価
証
券
店
頭
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
及
び
有
価
証
券
店
頭
指
数
等
ス
ワ
ッ
プ
取
引

三

不
動
産
の
取
得
及
び
譲
渡
、
賃
貸
借
並
び
に
管
理
の
委
託
及
び
受
託

四

不
動
産
の
賃
借
権
の
取
得
及
び
譲
渡

五

地
上
権
の
取
得
及
び
譲
渡

六

金
銭
債
権
（
コ
ー
ル
ロ
ー
ン
に
係
る
も
の
、
譲
渡
性
預
金
証
書
を
も
っ
て
表
示
さ
れ
る
も
の
及
び
銀
行
そ
の
他
総
理
府

令
で
定
め
る
金
融
機
関
へ
の
預
金
若
し
く
は
貯
金
又
は
郵
便
貯
金
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
取
得
及
び
譲
渡

七

約
束
手
形
の
取
得
及
び
譲
渡

八

金
融
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

九

信
託
受
益
権
（
信
託
業
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
元
本
の
補
て
ん
の
契
約
を
し
た

金
銭
信
託
の
受
益
権
を
除
く
。
）
の
取
得
及
び
譲
渡

十

匿
名
組
合
出
資
持
分
の
取
得
及
び
譲
渡

４

法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
（
法
第
四
十
九
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
取
引
は
、
前
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
と
す
る
。

－４１－



（
受
益
証
券
の
買
取
り
に
関
す
る
読
替
え
）

第
三
十
一
条

法
第
三
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
受
益
証
券
の
買
取
り
に
つ
い
て
商
法
第
二
百
四
十
五
条
ノ
三
及
び

第
二
百
四
十
五
条
ノ
四
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り

と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
二
百
四
十
五
条
ノ
三
第
二

株
式

受
益
証
券

項

株
主

受
益
者

会
社

受
託
会
社

第
二
百
四
十
五
条
ノ
三
第
三

株
主

受
益
者

項第
二
百
四
十
五
条
ノ
三
第
四

会
社

受
託
会
社

項第
二
百
四
十
五
条
ノ
三
第
五

株
式

受
益
証
券

－４２－



項

株
券

受
益
証
券

第
二
百
四
十
五
条
ノ
四

株
主

受
益
者

会
社

投
資
信
託
委
託
業
者

２

法
第
三
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
受
益
証
券
の
買
取
り
に
つ
い
て
非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第

十
四
号
）
第
百
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
二
条
ノ
六
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
技

術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
非
訟
事
件
手
続

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

法
の
規
定

第
百
二
十
六
条
第
一
項

商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
三
十

十
八
号
）
第
五
十
八
条
、
第
七
十

条
の
二
第
二
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
（
明
治
三

条
ノ
二
第
一
項
但
書
、
第
百
七
十

十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
百
四
十
五
条
ノ

三
条
第
四
項
、
第
百
七
十
八
条
、

三
第
三
項

第
二
百
四
条
ノ
四
第
一
項
、
第
二

－４３－



百
十
七
条
第
二
項
、
第
二
百
三
十

七
条
第
二
項
、
第
二
百
四
十
五
条

ノ
三
第
三
項
、
第
二
百
四
十
六
条

第
二
項
、
第
二
百
五
十
八
条
第
二

項
、
第
二
百
六
十
三
条
第
四
項
、

第
二
百
八
十
条
ノ
八
第
三
項
、
第

二
百
八
十
条
ノ
十
八
第
二
項
及
ビ

第
二
百
八
十
二
条
第
三
項
、
其
準

用
規
定
、
同
法
第
百
五
十
三
条
第

二
項
、
第
百
七
十
三
条
第
一
項
、

第
百
八
十
一
条
第
一
項
、
第
二
百

三
十
七
条
ノ
二
、
第
二
百
六
十
条

ノ
四
第
四
項
、
第
二
百
八
十
条
ノ

－４４－



八
第
一
項
、
第
二
百
九
十
一
条
第

二
項
、
第
二
百
九
十
三
条
ノ
八
第

一
項
及
ビ
第
二
百
九
十
四
条
、
有

限
会
社
法
（
昭
和
十
三
年
法
律
第

七
十
四
号
）
第
八
条
第
一
項
但
書

、
第
十
二
条
ノ
二
第
一
項
、
第
二

十
八
条
ノ
二
第
一
項
、
第
四
十
四

条
ノ
三
第
一
項
、
第
四
十
五
条
及

ビ
第
五
十
二
条
ノ
三
第
一
項
並
ニ

株
券
等
の
保
管
及
び
振
替
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第

三
十
号
）
第
三
十
二
条
第
七
項

会
社
（
親
会
社
（
商
法
第
二
百
十

受
託
会
社

－４５－



一
条
ノ
二
第
一
項
（
有
限
会
社
法

第
二
十
四
条
第
一
項
ニ
於
テ
準
用

ス
ル
場
合
ヲ
含
ム
以
下
本
項
ニ
於

テ
之
ニ
同
ジ
）
ニ
規
定
ス
ル
親
会

社
ヲ
謂
フ
以
下
之
ニ
同
ジ
）
ノ
株

主
又
ハ
社
員
ガ
子
会
社
（
商
法
第

二
百
十
一
条
ノ
二
第
一
項
ニ
規
定

ス
ル
子
会
社
ヲ
謂
フ
以
下
之
ニ
同

ジ
）
ノ
書
類
ニ
付
キ
申
請
ヲ
為
シ

タ
ル
ト
キ
ハ
子
会
社
）

第
百
三
十
二
条
ノ
六
第
一
項

商
法
第
二
百
四
十
五
条
ノ
三
第
三

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
三
十

項
（
同
法
第
三
百
四
十
九
条
第
二

条
の
二
第
二
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
二
百
四

項
、
第
三
百
五
十
五
条
第
二
項
（

十
五
条
ノ
三
第
三
項

－４６－



同
法
第
三
百
七
十
一
条
第
三
項
ニ

於
テ
準
用
ス
ル
場
合
ヲ
含
ム
）
、

第
三
百
五
十
八
条
第
七
項
、
第
四

百
八
条
ノ
三
第
二
項
及
ビ
第
四
百

十
三
条
ノ
三
第
七
項
ニ
於
テ
準
用

ス
ル
場
合
ヲ
含
ム
）

同
法
第
二
百
四
十
五
条
ノ
三
第
三

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
三
十

項

条
の
二
第
二
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
二
百
四

十
五
条
ノ
三
第
三
項

第
百
三
十
二
条
ノ
六
第
二
項

株
主

受
益
者

（
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
行
為
）

第
三
十
二
条

法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、
募
集
等
、
証
券
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
一
号

か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為
と
す
る
。

－４７－



（
法
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
取
引
）

第
三
十
三
条

法
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
取
引
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
取
引

イ

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
場
合
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

資
産
運
用
委
託
契
約
の
終
了
に
伴
う
も
の
で
あ
る
場
合

投
資
口
の
払
戻
し
に
伴
う
払
戻
金
の
支
払
に
応
ず
る
た
め
に
行
う
も
の
で
あ
る
場
合

そ
の
資
産
に
つ
い
て
、
法
令
の
規
定
又
は
規
約
に
定
め
ら
れ
て
い
る
投
資
の
割
合
を
超
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
割
合
を
超
え
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
行
う
も
の
で
あ
る
場
合

投
資
法
人
相
互
間
で
取
引
を
成
立
さ
せ
る
意
図
を
も
っ
て
行
う
も
の
で
な
い
場
合

ロ

有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
総
理
府
令
で
定
め
る
取
引
で
あ
っ
て
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
公
正
な
価

額
に
よ
り
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

個
別
の
取
引
ご
と
に
双
方
の
投
資
法
人
の
す
べ
て
の
投
資
主
の
同
意
を
得
て
行
う
取
引

三

そ
の
他
投
資
主
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
と
し
て
金
融
再
生
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
行
う
取
引

－４８－



（
特
定
資
産
の
価
格
を
調
査
す
る
者
）

第
三
十
四
条

法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
資
産
保
管
会
社
の
利
害
関
係
人
等
（
資
産
保

管
会
社
の
過
半
数
の
株
式
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
資
産
保
管
会
社
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
と
し
て
総
理

府
令
で
定
め
る
者
を
い
う
。
）
以
外
の
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

弁
護
士
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の

イ

当
該
投
資
法
人
又
は
そ
の
投
資
信
託
委
託
業
者
若
し
く
は
資
産
保
管
会
社
の
役
員

ロ

法
第
三
十
四
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
鑑
定
評
価
を
行
う
者

ハ

業
務
の
停
止
の
処
分
を
受
け
、
そ
の
停
止
の
期
間
を
経
過
し
な
い
者

二

公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の

イ

公
認
会
計
士
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者

当
該
投
資
法
人
又
は
そ
の
投
資
信
託
委
託
業
者
若
し
く
は
資
産
保
管
会
社
の
役
員

法
第
三
十
四
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
鑑
定
評
価
を
行
う
者

業
務
の
停
止
の
処
分
を
受
け
、
そ
の
停
止
の
期
間
を
経
過
し
な
い
者
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ロ

監
査
法
人
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者

そ
の
社
員
の
う
ち
に
イ

又
は

に
掲
げ
る
者
が
あ
る
も
の

業
務
の
停
止
の
処
分
を
受
け
、
そ
の
停
止
の
期
間
を
経
過
し
な
い
者

三

不
動
産
鑑
定
士
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の
（
特
定
資
産
が
不
動
産
及
び
不
動
産
の
み
を
信
託
す
る
信
託
の

受
益
権
の
場
合
に
限
る
。
）

イ

当
該
投
資
法
人
又
は
そ
の
投
資
信
託
委
託
業
者
若
し
く
は
資
産
保
管
会
社
の
役
員

ロ

法
第
三
十
四
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
鑑
定
評
価
を
行
う
者

ハ

不
動
産
の
鑑
定
評
価
を
行
う
こ
と
を
禁
止
す
る
処
分
を
受
け
、
そ
の
禁
止
の
期
間
を
経
過
し
な
い
者

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
資
産
の
評
価
に
関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
と
し
て
総
理
府
令
で
定
め
る
も

の
（
法
第
三
十
四
条
の
六
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
取
引
等
）

第
三
十
五
条

法
第
三
十
四
条
の
六
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
取
引
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
と
す
る
。

一

有
価
証
券
の
取
得
及
び
譲
渡
並
び
に
貸
借

－５０－



二

有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引

三

有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引

四

外
国
市
場
証
券
先
物
取
引

五

有
価
証
券
店
頭
指
数
等
先
渡
取
引

六

有
価
証
券
店
頭
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引

七

有
価
証
券
店
頭
指
数
等
ス
ワ
ッ
プ
取
引

八

金
融
先
物
取
引
等

九

金
融
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

２

法
第
三
十
四
条
の
六
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
取
引
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
と
す
る
。

一

不
動
産
の
取
得
及
び
譲
渡

二

不
動
産
の
賃
貸
借

三

不
動
産
の
管
理
の
委
託
及
び
受
託

３

法
第
三
十
四
条
の
六
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

－５１－



一

当
該
投
資
信
託
委
託
業
者
が
自
己
の
計
算
で
行
っ
た
不
動
産
の
賃
借
権
の
取
得
又
は
譲
渡
の
有
無
及
び
そ
の
取
得
又
は

譲
渡
の
別
そ
の
他
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
（
当
該
投
資
法
人
が
投
資
の
対
象
と
す
る
特
定
資
産
に
不
動
産
の
賃
借
権
が

含
ま
れ
る
場
合
に
限
る
。
）

二

当
該
投
資
信
託
委
託
業
者
が
自
己
の
計
算
で
行
っ
た
地
上
権
の
取
得
又
は
譲
渡
の
有
無
及
び
そ
の
取
得
又
は
譲
渡
の
別

そ
の
他
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
（
当
該
投
資
法
人
が
投
資
の
対
象
と
す
る
特
定
資
産
に
地
上
権
が
含
ま
れ
る
場
合
に
限

る
。
）

（
法
第
三
十
四
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
等
）

第
三
十
六
条

法
第
三
十
四
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

当
該
投
資
信
託
委
託
業
者
又
は
そ
の
取
締
役

二

資
産
の
運
用
を
行
う
他
の
投
資
法
人

三

運
用
の
指
図
を
行
う
投
資
信
託
財
産

四

利
害
関
係
人
等

五

投
資
信
託
委
託
業
及
び
投
資
法
人
資
産
運
用
業
以
外
の
業
務
の
顧
客
で
あ
っ
て
総
理
府
令
で
定
め
る
者
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２

法
第
三
十
四
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
取
引
は
、
第
三
十
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
と
す
る
。

３

法
第
三
十
四
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
は
、
投
資
信
託
委
託
業
者
が
運
用
の
指
図
を
行
う
投

資
信
託
財
産
（
同
項
に
規
定
す
る
特
定
資
産
と
同
種
の
資
産
を
投
資
の
対
象
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
す
べ
て
の
受

益
者
と
す
る
。

（
投
資
法
人
資
産
運
用
業
を
営
む
投
資
信
託
委
託
業
者
の
責
任
に
関
す
る
読
替
え
）

第
三
十
七
条

法
第
三
十
四
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
資
産
運
用
業
を
営
む
投
資
信
託
委
託
業
者
の
責
任
に

つ
い
て
商
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
二
百
六
十
六
条
第
五
項

総
株
主

総
投
資
主

第
二
百
六
十
七
条
第
一
項

株
式

投
資
口

株
主

投
資
主

会
社

投
資
法
人

第
二
百
六
十
七
条
第
二
項
及

会
社

投
資
法
人

－５３－



び
第
三
項

株
主

投
資
主

第
二
百
六
十
七
条
第
五
項

株
主

投
資
主

第
二
百
六
十
八
条
第
二
項
及

株
主

投
資
主

び
第
三
項
並
び
に
第
二
百
六

会
社

投
資
法
人

十
八
条
ノ
二
第
一
項
及
び
第

二
項

第
二
百
六
十
八
条
ノ
二
第
三

株
主

投
資
主

項第
二
百
六
十
八
条
ノ
三
第
一

会
社

投
資
法
人

項

株
主

投
資
主

（
法
第
三
十
四
条
の
十
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
業
務
）

第
三
十
八
条

法
第
三
十
四
条
の
十
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
業
務
は
、
特
定
資
産
（
法
第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
特
定
資
産
を
い
い
、
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
投
資
に
関
し
助
言
を
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行
う
業
務
と
す
る
。

（
法
第
三
十
四
条
の
十
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
業
務
）

第
三
十
九
条

法
第
三
十
四
条
の
十
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

不
動
産
の
管
理
業
務
（
投
資
信
託
委
託
業
者
が
そ
の
運
用
の
指
図
を
行
う
投
資
信
託
財
産
又
は
資
産
の
運
用
を
行
う
投

資
法
人
の
資
産
に
属
す
る
不
動
産
の
管
理
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）

二

金
融
先
物
取
引
業

（
法
第
三
十
四
条
の
十
三
第
一
号
等
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
使
用
人
）

第
四
十
条

法
第
三
十
四
条
の
十
三
第
一
号
及
び
第
三
十
四
条
の
十
五
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
使
用
人
は
、
そ
の

証
券
会
社
（
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
五
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
外
国
証
券
会
社

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
た
め
に
証
券
取
引
法
第
六
十
四
条
第
一
項
各
号
（
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
使
用
人
と
す
る
。

（
法
第
三
十
四
条
の
十
三
第
一
号
等
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
資
産
等
）

第
四
十
一
条

法
第
三
十
四
条
の
十
三
第
一
号
及
び
第
三
十
四
条
の
十
五
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
資
産
は
、
第
十
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九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
三
十
四
条
の
十
三
第
一
号
及
び
第
三
十
四
条
の
十
五
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
指
数
又
は
数
値
は
、
第
十

九
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
外
国
法
人
で
あ
る
投
資
信
託
委
託
業
者
の
営
業
報
告
書
の
提
出
期
限
に
関
す
る
特
例)

第
四
十
二
条

法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
外
国
の
法
令
に
準
拠
し
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
る
投
資
信
託
委
託
業

者
が
投
資
信
託
委
託
業
又
は
投
資
法
人
資
産
運
用
業
を
営
む
場
合
に
お
け
る
当
該
法
人
（
次
条
に
お
い
て
「
外
国
法
人
で
あ

る
投
資
信
託
委
託
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「
営
業
報
告
書
」

と
あ
る
の
は
「
国
内
に
お
け
る
営
業
所
に
係
る
営
業
報
告
書
」
と
、
「
三
月
」
と
あ
る
の
は
「
六
月
（
そ
の
本
国
の
商
業
帳

簿
の
作
成
に
関
す
る
法
令
又
は
慣
行
に
よ
り
、
営
業
報
告
書
を
そ
の
営
業
年
度
経
過
後
六
月
以
内
に
提
出
で
き
な
い
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
金
融
再
生
委
員
会
の
承
認
を
受
け
た
期
間
）
」
と
す
る
。

（
外
国
法
人
で
あ
る
投
資
信
託
委
託
業
者
に
関
す
る
読
替
え
）

第
四
十
三
条

法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
外
国
法
人
で
あ
る
投
資
信
託
委
託
業
者
に
対
す
る
法
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
の
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。
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読
み
替
え
る
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
九
条
第
一
項

認
可
申
請
者

認
可
申
請
者
及
び
そ
の
国
内
に
お
け
る
営
業
所

そ
の
者
の
当
該
業
務

当
該
認
可
申
請
者
及
び
そ
の
国
内
に
お
け
る
営
業

所
の
業
務

第
十
一
条
第
一
項

本
店
、
支
店
そ
の
他
の
営
業
所

国
内
に
お
け
る
営
業
所

第
十
三
条

常
務
に
従
事
す
る
取
締
役

商
法
第
四
百
七
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
代
表

者
（
以
下
単
に
「
代
表
者
」
と
い
う
。
）
及
び
国

内
に
お
け
る
営
業
所
に
駐
在
す
る
取
締
役
（
以
下

単
に
「
取
締
役
」
と
い
う
。
）

第
十
三
条
の
二

顧
客

国
内
に
お
け
る
営
業
所
の
業
務
に
係
る
顧
客

第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二

取
締
役

代
表
者
若
し
く
は
取
締
役

十
八
条
第
一
項

第
三
十
四
条
の
十
一
第
一
項

他
の
業
務

国
内
に
お
け
る
営
業
所
に
お
い
て
他
の
業
務
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第
四
十
二
条
第
一
項

取
締
役
若
し
く
は
監
査
役

代
表
者
若
し
く
は
取
締
役

取
締
役
又
は
監
査
役
の
解
任

代
表
者
の
解
任
又
は
取
締
役
の
解
職

第
四
十
二
条
第
三
項

取
締
役
若
し
く
は
監
査
役

代
表
者
若
し
く
は
取
締
役

２

外
国
法
人
で
あ
る
投
資
信
託
委
託
業
者
に
対
す
る
第
九
条
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
支
店
そ
の
他

の
営
業
所
」
と
あ
る
の
は
、
「
国
内
に
お
け
る
営
業
所
」
と
す
る
。

（
法
第
四
十
九
条
の
九
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
取
引
）

第
四
十
四
条

法
第
四
十
九
条
の
九
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
取
引
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

信
託
会
社
等
が
投
資
信
託
財
産
（
法
第
四
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
投
資
信
託
財
産
を
い
う
。
第
四
十
六
条
ま
で
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
宅
地
又
は
建
物
の
売
買
又
は
貸
借
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
こ
と
。

二

信
託
会
社
等
が
投
資
信
託
財
産
の
不
動
産
の
管
理
を
受
託
す
る
こ
と
。

三

信
託
会
社
等
が
、
不
動
産
特
定
共
同
事
業
を
営
む
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に

投
資
信
託
財
産
の
不
動
産
を
取
得
す
る
こ
と
。

イ

投
資
信
託
契
約
（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
投
資
信
託
契
約
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

－５８－



終
了
に
伴
う
も
の
で
あ
る
場
合

ロ

不
動
産
が
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
に
係
る
不
動
産
取
引
の
目
的
で
あ
る
場
合

四

信
託
会
社
等
が
、
金
融
先
物
取
引
業
を
営
む
場
合
に
お
い
て
、
投
資
信
託
財
産
に
係
る
金
融
先
物
取
引
等
の
取
次
ぎ
を

行
う
こ
と
。

五

信
託
会
社
等
が
、
登
録
金
融
機
関
（
証
券
取
引
法
第
六
十
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
登
録
金
融
機
関
を
い
う
。
）

で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
投
資
信
託
財
産
に
係
る
次
に
掲
げ
る
取
引
の
取
次
ぎ
を
行
う
こ
と
。

イ

有
価
証
券
の
売
買

ロ

有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引

ハ

有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引

ニ

外
国
市
場
証
券
先
物
取
引

ホ

有
価
証
券
店
頭
指
数
等
先
渡
取
引

ヘ

有
価
証
券
店
頭
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引

ト

有
価
証
券
店
頭
指
数
等
ス
ワ
ッ
プ
取
引

－５９－



六

受
益
者
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
の
な
い
場
合
と
し
て
総
理
府
令
で
定
め
る
場
合
に
、
信
託
会
社
等
が
投
資
信
託
財
産

の
不
動
産
を
賃
借
す
る
こ
と
。

七

個
別
の
取
引
ご
と
に
す
べ
て
の
受
益
者
の
同
意
を
得
て
行
う
取
引

八

そ
の
他
受
益
者
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
と
し
て
金
融
再
生
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
行
う
取
引

（
法
第
四
十
九
条
の
九
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
取
引
）

第
四
十
五
条

法
第
四
十
九
条
の
九
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
取
引
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
取
引

イ

投
資
信
託
財
産
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
場
合
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

投
資
信
託
契
約
の
終
了
に
伴
う
も
の
で
あ
る
場
合

投
資
信
託
契
約
の
一
部
解
約
に
伴
う
解
約
金
の
支
払
に
応
ず
る
た
め
に
行
う
も
の
で
あ
る
場
合

法
令
の
規
定
又
は
投
資
信
託
約
款
（
法
第
四
十
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
委
託
者
非
指
図
型
投
資
信
託
約
款

を
い
う
。
）
に
定
め
ら
れ
て
い
る
投
資
の
割
合
を
超
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
割
合
を
超
え
る
こ

と
を
避
け
る
た
め
に
行
う
も
の
で
あ
る
場
合

－６０－



他
の
信
託
財
産
と
の
間
で
取
引
を
成
立
さ
せ
る
意
図
を
も
っ
て
行
う
も
の
で
な
い
場
合

ロ

有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
総
理
府
令
で
定
め
る
取
引
で
あ
っ
て
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
公
正
な
価

額
に
よ
り
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

個
別
の
取
引
ご
と
に
双
方
の
信
託
財
産
に
係
る
す
べ
て
の
受
益
者
の
同
意
を
得
て
行
う
取
引

三

そ
の
他
受
益
者
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
と
し
て
金
融
再
生
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
行
う
取
引

（
法
第
四
十
九
条
の
九
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
取
引
）

第
四
十
六
条

法
第
四
十
九
条
の
九
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
取
引
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
と
す
る
。

一

投
資
信
託
財
産
に
係
る
受
益
者
の
利
益
を
害
す
る
こ
と
と
な
る
取
引

二

投
資
信
託
財
産
の
運
用
の
方
針
、
投
資
信
託
財
産
の
額
又
は
市
場
の
状
況
に
照
ら
し
て
不
必
要
と
認
め
ら
れ
る
取
引

（
信
託
会
社
等
の
利
害
関
係
人
等
の
範
囲
）

第
四
十
七
条

法
第
四
十
九
条
の
九
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
と
す
る
。

一

信
託
会
社
等
の
経
営
を
支
配
し
て
い
る
も
の
と
し
て
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

－６１－



イ

次
に
掲
げ
る
者
が
自
己
又
は
他
人
の
名
義
を
も
っ
て
所
有
し
て
い
る
当
該
信
託
会
社
等
の
株
式
の
数
の
合
計
が
、
当

該
信
託
会
社
等
の
発
行
済
株
式
の
総
数
の
百
分
の
五
十
を
超
え
て
い
る
こ
と
（

に
掲
げ
る
者
が
信
託
会
社
等
で
あ
る

場
合
に
お
い
て
は
、
金
銭
又
は
有
価
証
券
の
信
託
に
係
る
信
託
財
産
と
し
て
所
有
す
る
株
式
（
委
託
者
又
は
受
益
者
が

、
議
決
権
を
行
使
し
、
又
は
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
当
該
信
託
会
社
等
に
指
図
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。

）
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。
）
。

当
該
者

当
該
者
が
法
人
等
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
役
員
及
び
主
要
株
主

又
は

に
掲
げ
る
者
の
親
族

に
掲
げ
る
主
要
株
主
が
法
人
等
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
役
員
並
び
に
当
該
主
要
株
主
の
関
係
親
法
人
等
及

び
そ
の
役
員

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
が
法
人
等
の
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
の
総
額
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
株
式

又
は
出
資
を
自
己
又
は
他
人
の
名
義
を
も
っ
て
所
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
法
人
等
及
び
そ
の
役
員

に
掲
げ
る
法
人
等
の
関
係
子
法
人
等
及
び
そ
の
役
員

－６２－



ロ

イ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
並
び
に
イ

に
掲
げ
る
当
該
者
の
役
員
で
あ
っ
た
者
、
使
用
人
及
び
使
用
人
で
あ
っ

た
者
が
、
当
該
信
託
会
社
等
の
取
締
役
又
は
そ
の
代
表
権
を
有
す
る
取
締
役
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
。

二

信
託
会
社
等
に
よ
っ
て
そ
の
経
営
が
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
法
人

等イ

次
に
掲
げ
る
者
が
自
己
又
は
他
人
の
名
義
を
も
っ
て
所
有
し
て
い
る
当
該
法
人
等
の
株
式
の
数
又
は
出
資
の
額
の
合

計
が
、
当
該
法
人
等
の
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
の
総
額
の
百
分
の
五
十
を
超
え
て
い
る
こ
と
（

の
者
に
あ
っ

て
は
、
金
銭
又
は
有
価
証
券
の
信
託
に
係
る
信
託
財
産
と
し
て
所
有
す
る
株
式
又
は
出
資
（
委
託
者
又
は
受
益
者
が
、

議
決
権
を
行
使
し
、
又
は
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
当
該
信
託
会
社
等
に
指
図
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）

を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。
）
。

当
該
信
託
会
社
等

当
該
信
託
会
社
等
の
役
員
及
び
主
要
株
主

に
掲
げ
る
者
の
親
族

当
該
信
託
会
社
等
の
主
要
株
主
が
法
人
等
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
役
員
並
び
に
当
該
主
要
株
主
の
関
係
親
法

－６３－



人
等
及
び
そ
の
役
員

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
が
法
人
等
の
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
の
総
額
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
株
式

又
は
出
資
を
自
己
又
は
他
人
の
名
義
を
も
っ
て
所
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
法
人
等
及
び
そ
の
役
員

に
掲
げ
る
法
人
等
の
関
係
子
法
人
等
及
び
そ
の
役
員

ロ

イ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
並
び
に
当
該
信
託
会
社
等
の
役
員
で
あ
っ
た
者
、
使
用
人
及
び
使
用
人
で
あ
っ
た
者

が
、
当
該
法
人
等
の
取
締
役
又
は
そ
の
代
表
権
を
有
す
る
取
締
役
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
。

三

信
託
会
社
等
が
発
行
す
る
委
託
者
非
指
図
型
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
募
集
の
取
扱
い
等
を
行
う
者
の
う
ち
、
当
該
募

集
等
の
取
扱
い
等
を
行
う
受
益
証
券
に
係
る
委
託
者
非
指
図
型
投
資
信
託
の
信
託
の
元
本
の
合
計
額
と
し
て
総
理
府
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
が
当
該
信
託
会
社
等
が
設
定
す
る
委
託
者
非
指
図
型
投
資
信
託
の
信
託
の
元
本
の
合

計
額
と
し
て
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
者

四

前
三
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
総
理
府
令
で
定
め
る
者

（
委
託
者
非
指
図
型
投
資
信
託
に
関
す
る
読
替
え
）

第
四
十
八
条

法
第
四
十
九
条
の
十
一
の
規
定
に
お
い
て
委
託
者
非
指
図
型
投
資
信
託
に
つ
い
て
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規

－６４－



定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
条
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
三
十
四
条
第
一
項

投
資
信
託
委
託
業
者

信
託
会
社
等

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

第
四
十
九
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
を

委
託
を
受
け
た
第
二
条
第
一
項
に

受
け
た
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者

る
者

（
特
定
資
産
の
価
格
を
調
査
す
る
者
）

第
四
十
九
条

法
第
四
十
九
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次

に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

弁
護
士
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の

イ

当
該
受
託
会
社
の
役
員

ロ

法
第
四
十
九
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
鑑
定
評
価
を
行
う
者

ハ

業
務
の
停
止
の
処
分
を
受
け
、
そ
の
停
止
の
期
間
を
経
過
し
な
い
者

－６５－



二

公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の

イ

公
認
会
計
士
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者

当
該
受
託
会
社
の
役
員

法
第
四
十
九
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
鑑
定
評
価
を
行
う
者

業
務
の
停
止
の
処
分
を
受
け
、
そ
の
停
止
の
期
間
を
経
過
し
な
い
者

ロ

監
査
法
人
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者

そ
の
社
員
の
う
ち
に
イ

又
は

に
掲
げ
る
者
が
あ
る
も
の

業
務
の
停
止
の
処
分
を
受
け
、
そ
の
停
止
の
期
間
を
経
過
し
な
い
者

三

不
動
産
鑑
定
士
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の
（
特
定
資
産
が
不
動
産
及
び
不
動
産
の
み
を
信
託
す
る
信
託
の

受
益
権
の
場
合
に
限
る
。
）

イ

当
該
受
託
会
社
の
役
員

ロ

法
第
四
十
九
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
鑑
定
評
価
を
行
う
者

ハ

不
動
産
の
鑑
定
評
価
を
行
う
こ
と
を
禁
止
す
る
処
分
を
受
け
、
そ
の
禁
止
の
期
間
を
経
過
し
な
い
者

－６６－



四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
資
産
の
評
価
に
関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
と
し
て
総
理
府
令
で
定
め
る
も

の

２

法
第
四
十
九
条
の
十
一
の
規
定
に
お
い
て
委
託
者
非
指
図
型
投
資
信
託
に
つ
い
て
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
を
準
用
す
る

場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
十
六
条
の
二
第
一
項

投
資
信
託
委
託
業
者
、
そ
の
利
害

信
託
会
社
等
及
び
そ
の
利
害
関
係
人
等
（
法
第
四

関
係
人
等
及
び
受
託
会
社

十
九
条
の
九
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
利
害
関

係
人
等
を
い
う
。
）

（
法
第
四
十
九
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
行
為
）

第
五
十
条

法
第
四
十
九
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、
信
託
会
社
等

が
募
集
又
は
私
募
を
行
っ
た
委
託
者
非
指
図
型
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
転
売
を
目
的
と
し
な
い
買
取
り
そ
の
他
こ
れ
に
類

す
る
行
為
と
す
る
。

（
法
第
四
十
九
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
証
券
取
引
法
の
読
替
え
）

－６７－



第
五
十
一
条

法
第
四
十
九
条
の
十
一
の
規
定
に
お
い
て
信
託
会
社
等
の
行
う
委
託
者
非
指
図
型
投
資
信
託
に
係
る
業
務
に
つ

い
て
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
証
券
取
引
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
十
五
条
第
一
号
の
規
定
を
準

用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
証
券
取
引
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

第
四
十
二
条
第
一
項

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す

投
資
者

る
法
律
第
三
十
四
条
の
十
第
一
項

第
一
号
の
投
資
一
任
契
約
に
係
る

業
務
と
し
て
行
う
も
の
及
び
投
資

者

第
四
十
五
条
第
一
号

第
十
五
条
第
二
項
第
一
号

第
四
十
九
条
の
九
第
二
項
第
一
号

（
法
第
四
十
九
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
）

第
五
十
二
条

法
第
四
十
九
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は

－６８－



、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

当
該
信
託
会
社
等
又
は
そ
の
取
締
役

二

運
用
を
行
う
他
の
信
託
財
産

三

利
害
関
係
人
等

四

信
託
会
社
等
が
営
む
他
の
業
務
に
係
る
顧
客
で
あ
っ
て
総
理
府
令
で
定
め
る
者

（
外
国
投
資
信
託
に
関
す
る
読
替
え
）

第
五
十
三
条

法
第
五
十
九
条
の
規
定
に
お
い
て
外
国
投
資
信
託
に
つ
い
て
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
法
の
規
定

に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
二
十
六
条
第
二
項

投
資
信
託
契
約
に
係
る
受
益
証
券

外
国
投
資
信
託
（
国
内
に
お
い
て
募
集
の
取
扱
い

等
が
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に

係
る
受
益
証
券

投
資
信
託
契
約
に
係
る
投
資
信
託

外
国
投
資
信
託
契
約
に
係
る
投
資
信
託
約
款
又
は
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約
款

こ
れ
に
類
す
る
も
の
（
以
下
「
外
国
投
資
信
託
約

款
等
」
と
い
う
。
）

当
該
投
資
信
託
約
款

当
該
外
国
投
資
信
託
約
款
等

第
二
十
九
条
並
び
に
第
三
十

投
資
信
託
約
款

外
国
投
資
信
託
約
款
等

条
第
一
項
及
び
第
六
項

第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
二

投
資
信
託
契
約

外
国
投
資
信
託
の
信
託
契
約

条
第
一
項

第
三
十
三
条

そ
の
運
用
の
指
図
を
行
う

当
該
外
国
投
資
信
託
の

投
資
信
託
財
産
に
つ
い
て

当
該
投
資
信
託
財
産
に
つ
い
て

取
得
の
申
込
み
の
勧
誘

国
内
に
お
け
る
取
得
の
申
込
み
の
勧
誘

投
資
信
託
約
款

外
国
投
資
信
託
約
款
等

第
三
章

投
資
法
人
制
度

（
設
立
企
画
人
の
範
囲
等
）
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第
五
十
四
条

法
第
六
十
六
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
務
は
、
設
立
し
よ
う
と
す
る
投
資
法
人
が
主
と

し
て
投
資
の
対
象
と
す
る
特
定
資
産
と
同
種
の
資
産
に
対
し
、
他
人
の
資
産
を
投
資
と
し
て
運
用
す
る
事
務
と
す
る
。

２

法
第
六
十
六
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

信
託
会
社
等

二

法
第
六
十
六
条
第
二
項
第
一
号
又
は
前
号
に
掲
げ
る
者
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
又
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
も
の
で

、
前
項
の
事
務
に
従
事
し
た
期
間
が
五
年
以
上
で
あ
る
も
の
（
設
立
企
画
人
（
法
第
六
十
六
条
に
規
定
す
る
設
立
企
画
人

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
な
る
日
に
お
い
て
当
該
事
務
に
現
に
従
事
し
て
い
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
務
に
従
事

し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

三

適
格
機
関
投
資
家
又
は
有
価
証
券
報
告
書
（
証
券
取
引
法
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
報
告
書
を
い
う

。
）
を
金
融
再
生
委
員
会
に
提
出
し
て
い
る
会
社
で
そ
の
資
本
の
額
が
百
億
円
以
上
で
あ
る
会
社
（
以
下
「
適
格
機
関
投

資
家
等
」
と
い
う
。
）
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
又
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
も
の
で
、
前
項
の
事
務
に
従
事
し
た
期
間

が
五
年
以
上
で
あ
る
も
の

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
前
項
の
事
務
に
つ
い
て
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
と
し
て
総
理
府
令
で
定
め
る
も
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の
（
最
低
純
資
産
額
）

第
五
十
五
条

法
第
六
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
五
千
万
円
と
す
る
。

（
成
立
時
の
出
資
総
額
）

第
五
十
六
条

法
第
六
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
一
億
円
と
す
る
。

（
払
込
取
扱
機
関
の
範
囲
）

第
五
十
七
条

法
第
七
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

銀
行

二

信
託
会
社

三

農
林
中
央
金
庫
及
び
商
工
組
合
中
央
金
庫

四

信
用
金
庫
、
信
用
金
庫
連
合
会
、
労
働
金
庫
、
労
働
金
庫
連
合
会
、
信
用
協
同
組
合
及
び
協
同
組
合
連
合
会
（
中
小
企

業
等
協
同
組
合
法
第
九
条
の
九
第
一
項
第
一
号
の
事
業
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）

五

業
と
し
て
貯
金
の
受
入
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
農
業
協
同
組
合
、
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、
漁
業
協
同
組
合
、
漁
業
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協
同
組
合
連
合
会
、
水
産
加
工
業
協
同
組
合
及
び
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会

六

証
券
会
社

（
設
立
の
際
の
投
資
口
の
申
込
み
等
に
関
す
る
読
替
え
）

第
五
十
八
条

法
第
七
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
お
い
て
設
立
企
画
人
に
つ
い
て
商
法
第
百
七
十
五
条
第
四
項
及
び
第
百
七
十

九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
百
七
十
五
条
第
四
項

株
式
申
込
証

投
資
口
申
込
証

第
百
七
十
九
条
第
一
項

株
式
引
受
人

投
資
法
人
ガ
設
立
ノ
際
ニ
発
行
ス
ル
投
資
口
ノ
引

受
ヲ
為
シ
タ
ル
者

第
百
七
十
九
条
第
二
項

株
式
引
受
人

投
資
法
人
ガ
設
立
ノ
際
ニ
発
行
ス
ル
投
資
口
ノ
引

受
ヲ
為
シ
タ
ル
者

株
式
ニ

投
資
口
ニ

株
主

投
資
主
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第
百
七
十
九
条
第
三
項

株
式
引
受
人

投
資
法
人
ガ
設
立
ノ
際
ニ
発
行
ス
ル
投
資
口
ノ
引

受
ヲ
為
シ
タ
ル
者

２

法
第
七
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
が
設
立
の
際
に
発
行
す
る
投
資
口
に
つ
い
て
商
法
第
百
七
十
六
条
及

び
第
百
九
十
一
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す

る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
百
七
十
六
条

発
起
人

設
立
企
画
人

第
百
九
十
一
条

株
式
申
込
証

投
資
口
申
込
証

３

法
第
七
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
が
設
立
の
際
に
発
行
す
る
投
資
口
の
発
行
価
額
の
払
込
み
に
つ
い
て

商
法
第
百
七
十
七
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り

と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
百
七
十
七
条
第
二
項

株
式
申
込
証

投
資
口
申
込
証
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４

法
第
七
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
お
い
て
同
条
第
二
項
第
五
号
の
払
込
取
扱
機
関
に
つ
い
て
商
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定

を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
百
八
十
九
条
第
一
項

発
起
人
又
ハ
取
締
役

設
立
企
画
人
又
ハ
執
行
役
員

第
百
八
十
九
条
第
二
項

会
社
ニ

投
資
法
人
ニ

５

法
第
七
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
お
い
て
設
立
企
画
人
並
び
に
投
資
法
人
の
成
立
当
時
の
執
行
役
員
及
び
監
督
役
員
に
つ

い
て
商
法
第
百
九
十
二
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と

す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
百
九
十
二
条
第
一
項
及
び

会
社

投
資
法
人

第
二
項

株
式

投
資
口

第
百
九
十
二
条
第
三
項

株
式

投
資
口

（
投
資
法
人
の
設
立
等
に
関
す
る
読
替
え
）
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第
五
十
九
条

法
第
七
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
の
創
立
総
会
に
つ
い
て
商
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に

お
け
る
同
法
の
規
定
（
当
該
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と

お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
百
八
十
条
第
二
項

株
式
引
受
人

投
資
法
人
ガ
設
立
ノ
際
ニ
発
行
ス
ル
投
資
口
ノ
引

受
ヲ
為
シ
タ
ル
者

株
式
ノ
総
数

投
資
口
ノ
総
口
数

第
百
八
十
七
条
第
一
項

定
款

規
約

第
二
百
三
十
二
条
第
一
項

各
株
主

各
投
資
口
ノ
引
受
ヲ
為
シ
タ
ル
者

第
二
百
三
十
三
条

定
款

規
約

第
二
百
三
十
七
条
ノ
三

取
締
役
及
監
査
役

執
行
役
員
及
監
督
役
員

株
主

投
資
口
ノ
引
受
ヲ
為
シ
タ
ル
者

第
二
百
三
十
七
条
ノ
四
第
一

定
款

規
約
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項第
二
百
三
十
八
条

取
締
役
ノ
提
出
シ
タ
ル
書
類
及
監

執
行
役
員
ノ
提
出
シ
タ
ル
報
告
書

査
役
ノ
報
告
書

第
二
百
三
十
九
条
第
五
項

取
締
役

執
行
役
員

第
二
百
三
十
九
条
第
六
項

株
主

投
資
主

第
二
百
四
十
四
条
第
三
項

取
締
役

執
行
役
員

第
二
百
四
十
四
条
第
四
項

子
会
社
ノ

子
法
人
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法

律
第
八
十
一
条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
子
法
人
ヲ
謂

フ
）
ノ

書
類
（
子
会
社
ガ
有
限
会
社
ナ
ル

書
類

ト
キ
ハ
有
限
会
社
法
第
四
十
一
条

ニ
於
テ
準
用
ス
ル
同
項
ニ
掲
グ
ル

書
類
）

－７７－



第
二
百
四
十
四
条
第
四
項
に

株
主

投
資
主

お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
六

十
三
条
第
二
項

第
二
百
四
十
四
条
第
四
項
に

親
会
社

親
法
人
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法

お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
六

律
第
八
十
一
条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
親
法
人
ヲ
謂

十
三
条
第
四
項

フ
）

株
主

投
資
主

裁
判
所

金
融
再
生
委
員
会

第
二
百
四
十
七
条
第
一
項

株
主
、
取
締
役
又
ハ
監
査
役

投
資
口
ノ
引
受
ヲ
為
シ
タ
ル
者
、
投
資
主
、
執
行

役
員
又
ハ
監
督
役
員

定
款

規
約

株
主
ガ

投
資
口
ノ
引
受
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ガ

第
二
百
四
十
九
条
第
一
項

株
主

投
資
主

－７８－



取
締
役
又
ハ
監
査
役

執
行
役
員
又
ハ
監
督
役
員

第
二
百
五
十
一
条

定
款

規
約

２

法
第
七
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
が
設
立
の
際
に
発
行
す
る
投
資
口
の
引
受
け
を
し
た
者
に
つ
い
て
商

法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
二
百
三
十
九
条
第
四
項

総
会

創
立
総
会

第
二
百
三
十
九
条
ノ
二
第
二

株
式

投
資
口

項第
二
百
四
十
一
条
第
一
項

一
株

投
資
口
一
口

（
設
立
企
画
人
に
関
す
る
読
替
え
）

第
六
十
条

法
第
七
十
五
条
の
規
定
に
お
い
て
設
立
企
画
人
に
つ
い
て
商
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定

（
当
該
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

－７９－



第
百
九
十
三
条
第
一
項
、
第

会
社

投
資
法
人

百
九
十
四
条
及
び
第
百
九
十

五
条

第
百
九
十
六
条
に
お
い
て
準

株
式

投
資
口

用
す
る
第
二
百
六
十
七
条
第

株
主

投
資
主

一
項

会
社

投
資
法
人

第
百
九
十
六
条
に
お
い
て
準

会
社

投
資
法
人

用
す
る
第
二
百
六
十
七
条
第

株
主

投
資
主

二
項
及
び
第
三
項

第
百
九
十
六
条
に
お
い
て
準

株
主

投
資
主

用
す
る
第
二
百
六
十
七
条
第

五
項

第
百
九
十
六
条
に
お
い
て
準

株
主

投
資
主

－８０－



用
す
る
第
二
百
六
十
八
条
第

会
社

投
資
法
人

二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第

二
百
六
十
八
条
ノ
二
第
一
項

及
び
第
二
項

第
百
九
十
六
条
に
お
い
て
準

株
主

投
資
主

用
す
る
第
二
百
六
十
八
条
ノ

二
第
三
項

第
百
九
十
六
条
に
お
い
て
準

会
社

投
資
法
人

用
す
る
第
二
百
六
十
八
条
ノ

株
主

投
資
主

三
第
一
項

２

法
第
七
十
五
条
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
が
設
立
の
際
に
発
行
す
る
投
資
口
を
募
集
す
る
場
合
に
つ
い
て
商
法
第
百
九

十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

－８１－



第
百
九
十
八
条

株
式
申
込
証

投
資
口
申
込
証

（
投
資
口
の
質
入
れ
に
関
す
る
読
替
え
）

第
六
十
一
条

法
第
七
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
口
の
質
入
れ
に
つ
い
て
商
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け

る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
二
百
七
条

株
券

投
資
証
券

第
二
百
八
条

消
却
、
併
合
、
分
割
、
転
換

払
戻
、
併
合
、
分
割

株
主

投
資
主

第
二
百
九
条
第
一
項

会
社

投
資
法
人

株
主
名
簿

投
資
主
名
簿

株
券

投
資
証
券

利
益
若
ハ
利
息
ノ
配
当

金
銭
ノ
分
配

第
二
百
九
条
第
三
項

会
社

投
資
法
人

－８２－



株
主

投
資
主

株
券
及
端
株
券

投
資
証
券

（
投
資
主
名
簿
に
関
す
る
読
替
え
）

第
六
十
二
条

法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
主
名
簿
に
つ
い
て
商
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同

法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
二
百
二
十
四
条
第
一
項

会
社

投
資
法
人

株
主
ニ

投
資
主
ニ

株
主
ノ

投
資
主
ノ

第
二
百
二
十
四
条
第
三
項

株
式
申
込
人
、
株
式
引
受
人

投
資
口
ノ
申
込
ヲ
為
シ
タ
ル
者
、
投
資
口
ノ
引
受

ヲ
為
シ
タ
ル
者

第
二
百
二
十
四
条
ノ
二
第
一

会
社

投
資
法
人

項
及
び
第
二
項

株
主

投
資
主

－８３－



第
二
百
二
十
四
条
ノ
三
第
一

会
社

投
資
法
人

項

配
当

金
銭
ノ
分
配

株
主
又
ハ

投
資
主
又
ハ

株
主
若
ハ

投
資
主
若
ハ

第
二
百
二
十
四
条
ノ
三
第
三

株
主

投
資
主

項第
二
百
二
十
四
条
ノ
三
第
四

会
社

投
資
法
人

項

定
款

規
約

（
投
資
証
券
に
関
す
る
読
替
え
）

第
六
十
三
条

法
第
八
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
（
規
約
を
も
っ
て
法
第
八
十
四
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に

よ
る
定
め
を
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
投
資
証
券
に
つ
い
て
商
法
第
二
百
二
十
六
条
ノ
二
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け

る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

－８４－



第
二
百
二
十
六
条
ノ
二
第
一

株
主

投
資
主

項

定
款

規
約

第
二
百
二
十
六
条
ノ
二
第
二

株
主
名
簿

投
資
主
名
簿

項

株
主
ニ

投
資
主
ニ

第
二
百
二
十
六
条
ノ
二
第
四

株
主

投
資
主

項
及
び
第
五
項

（
投
資
口
の
併
合
に
関
す
る
読
替
え
）

第
六
十
四
条

法
第
八
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
同
条
第
一
項
の
場
合
に
つ
い
て
商
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お

け
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
二
百
十
四
条
第
二
項

株
券

投
資
証
券

第
二
百
十
五
条
第
一
項

株
券
及
端
株
券

投
資
証
券

並
ニ

及

－８５－



株
主
及
株
主
名
簿

投
資
主
及
投
資
主
名
簿

第
二
百
十
五
条
第
三
項
及
び

株
券

投
資
証
券

第
四
項

第
二
百
十
六
条
第
一
項

旧
株
券
又
ハ
旧
端
株
券

旧
投
資
証
券

新
株
券
又
ハ
新
端
株
券

新
投
資
証
券

（
投
資
口
の
併
合
に
お
け
る
端
数
の
処
理
に
関
す
る
読
替
え
）

第
六
十
五
条

法
第
八
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
お
い
て
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
場
合
に
つ
い
て
商
法
第
二
百
十
七
条
第

三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
二
百
十
七
条
第
三
項

株
券
又
ハ
端
株
券

投
資
証
券

（
書
面
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
に
関
す
る
読
替
え
）

第
六
十
六
条

法
第
九
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
お
い
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
書
面
に
つ
い
て
商
法
第
二

百
三
十
九
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表

－８６－



の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
二
百
三
十
九
条
第
五
項

取
締
役

執
行
役
員

第
二
百
三
十
九
条
第
六
項

株
主

投
資
主

（
投
資
主
総
会
に
関
す
る
読
替
え
）

第
六
十
七
条

法
第
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
主
総
会
に
つ
い
て
商
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同

法
の
規
定
（
当
該
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す

る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
二
百
三
十
二
条
ノ
二
第
一

取
締
役

執
行
役
員

項第
二
百
三
十
二
条
ノ
二
第
二

株
主

投
資
主

項

取
締
役

執
行
役
員

－８７－



定
款

規
約

第
二
百
三
十
三
条

定
款

規
約

第
二
百
三
十
七
条
第
一
項

取
締
役

執
行
役
員

第
二
百
三
十
七
条
第
二
項

株
主

投
資
主

第
二
百
三
十
七
条
第
三
項

会
社

投
資
法
人

第
二
百
三
十
七
条
ノ
二
第
三

取
締
役

執
行
役
員

項第
二
百
三
十
七
条
ノ
二
第
三

取
締
役
及
監
査
役

執
行
役
員
及
監
督
役
員

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百

八
十
四
条
第
二
項

第
二
百
三
十
七
条
ノ
三

取
締
役
及
監
査
役

執
行
役
員
及
監
督
役
員

株
主

投
資
主

第
二
百
三
十
七
条
ノ
四
第
一

定
款

規
約

－８８－



項第
二
百
三
十
八
条

取
締
役
ノ
提
出
シ
タ
ル
書
類
及
監

執
行
役
員
ノ
提
出
シ
タ
ル
書
類
及
監
督
役
員
ノ
報

査
役
ノ
報
告
書

告
書

第
二
百
三
十
九
条
第
一
項

定
款

規
約

発
行
済
株
式
ノ
総
数

発
行
済
投
資
口
ノ
総
口
数

株
式
ヲ

投
資
口
ヲ

株
主

投
資
主

第
二
百
三
十
九
条
第
二
項
及

株
主

投
資
主

び
第
四
項

会
社

投
資
法
人

第
二
百
三
十
九
条
第
五
項

取
締
役

執
行
役
員

第
二
百
三
十
九
条
第
六
項

株
主

投
資
主

第
二
百
三
十
九
条
ノ
二
第
一

株
主

投
資
主

項

会
社

投
資
法
人

－８９－



第
二
百
三
十
九
条
ノ
二
第
二

株
主

投
資
主

項

株
式

投
資
口

会
社

投
資
法
人

第
二
百
四
十
一
条
第
一
項

各
株
主

各
投
資
主

一
株

投
資
口
一
口

第
二
百
四
十
一
条
第
二
項

会
社

投
資
法
人

株
式

投
資
口

第
二
百
四
十
一
条
第
三
項

会
社
、
親
会
社
及
子
会
社
又
ハ
子

投
資
法
人
、
親
法
人
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人

会
社

に
関
す
る
法
律
第
八
十
一
条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル

親
法
人
ヲ
謂
フ
以
下
同
ジ
）
及
子
法
人
（
同
項
ニ

規
定
ス
ル
子
法
人
ヲ
謂
フ
以
下
同
ジ
）
又
ハ
子
法

人

会
社
又
ハ
親
会
社
ノ
株
式

投
資
法
人
又
ハ
親
法
人
ノ
投
資
口

－９０－



第
二
百
四
十
四
条
第
三
項

取
締
役

執
行
役
員

第
二
百
四
十
四
条
第
四
項

子
会
社
ノ

子
法
人
ノ

書
類
（
子
会
社
ガ
有
限
会
社
ナ
ル

書
類

ト
キ
ハ
有
限
会
社
法
第
四
十
一
条

ニ
於
テ
準
用
ス
ル
同
項
ニ
掲
グ
ル

書
類
）

第
二
百
四
十
四
条
第
四
項
に

株
主
及
会
社

投
資
主
及
投
資
法
人

お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
六

十
三
条
第
二
項

第
二
百
四
十
四
条
第
四
項
に

親
会
社

親
法
人

お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
六

株
主

投
資
主

十
三
条
第
四
項

裁
判
所

金
融
再
生
委
員
会

第
二
百
四
十
七
条
第
一
項

株
主

投
資
主

－９１－



取
締
役
又
ハ
監
査
役

執
行
役
員
又
ハ
監
督
役
員

定
款

規
約

第
二
百
四
十
七
条
第
二
項
に

会
社

投
資
法
人

お
い
て
準
用
す
る
第
百
五
条

第
四
項
及
び
第
百
九
条
第
二

項第
二
百
四
十
九
条
第
一
項

株
主

投
資
主

会
社

投
資
法
人

取
締
役
又
ハ
監
査
役

執
行
役
員
又
ハ
監
督
役
員

第
二
百
五
十
一
条

定
款

規
約

（
執
行
役
員
に
関
す
る
読
替
え
）

第
六
十
八
条

法
第
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
執
行
役
員
に
つ
い
て
商
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法

の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

－９２－



読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
七
十
八
条
第
一
項

会
社
ノ

投
資
法
人
ノ

第
七
十
八
条
第
二
項

合
名
会
社

投
資
法
人

第
二
百
五
十
四
条
第
三
項

会
社

投
資
法
人

第
二
百
五
十
四
条
ノ
三

定
款

規
約

会
社

投
資
法
人

第
二
百
五
十
七
条
第
一
項

株
主
総
会

投
資
主
総
会

会
社

投
資
法
人

第
二
百
五
十
七
条
第
三
項

定
款

規
約

株
主
総
会

投
資
主
総
会

第
二
百
五
十
八
条
第
一
項

定
款

規
約

第
二
百
五
十
八
条
第
二
項

本
店
及
支
店

本
店

第
二
百
六
十
三
条
第
一
項

株
主
名
簿
若
ハ
社
債
原
簿
若
ハ
其

投
資
主
名
簿
若
ハ
投
資
法
人
債
原
簿
又
ハ
其
ノ
複

－９３－



ノ
複
本
又
ハ
端
株
原
簿

本

第
二
百
六
十
三
条
第
二
項

株
主
及
会
社

投
資
主
及
投
資
法
人

第
二
百
六
十
三
条
第
四
項

親
会
社

親
法
人
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法

律
第
八
十
一
条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
親
法
人
ヲ
謂

フ
）

株
主

投
資
主

子
会
社
ノ

子
法
人
（
同
項
ニ
規
定
ス
ル
子
法
人
ヲ
謂
フ
）
ノ

書
類
（
子
会
社
ガ
有
限
会
社
ナ
ル

書
類

ト
キ
ハ
有
限
会
社
法
第
二
十
八
条

第
一
項
ニ
掲
グ
ル
書
類
）

２

法
第
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
法
第
百
六
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
商
法
第
六
十
七
条
ノ
二
に
規
定

す
る
執
行
役
員
の
職
務
を
代
行
す
る
者
に
つ
い
て
同
法
第
七
十
条
ノ
二
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係

る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

－９４－



読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
七
十
条
ノ
二

会
社

投
資
法
人

（
監
督
役
員
に
関
す
る
読
替
え
）

第
六
十
九
条

法
第
百
四
条
の
規
定
に
お
い
て
監
督
役
員
に
つ
い
て
商
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に

係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
二
百
七
十
四
条
ノ
三
第
一

親
会
社

親
法
人
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法

項

律
第
八
十
一
条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
親
法
人
ヲ
謂

フ
）

子
会
社
ニ

子
法
人
（
同
項
ニ
規
定
ス
ル
子
法
人
ヲ
謂
フ
以
下

此
ノ
条
ニ
於
テ
同
ジ
）
ニ

子
会
社
ノ

子
法
人
ノ

第
二
百
七
十
四
条
ノ
三
第
二

子
会
社

子
法
人

－９５－



項第
二
百
七
十
五
条

取
締
役

執
行
役
員

株
主
総
会

投
資
主
総
会

定
款

規
約

第
二
百
七
十
五
条
ノ
二
第
一

取
締
役

執
行
役
員

項

会
社

投
資
法
人

定
款

規
約

第
二
百
七
十
五
条
ノ
二
第
二

取
締
役

執
行
役
員

項
（
役
員
会
に
関
す
る
読
替
え
）

第
七
十
条

法
第
百
八
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
役
員
会
に
つ
い
て
商
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定

に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

－９６－



第
二
百
五
十
九
条
ノ
二

各
取
締
役
及
各
監
査
役

各
執
行
役
員
及
各
監
督
役
員

定
款

規
約

第
二
百
五
十
九
条
ノ
三

取
締
役
及
監
査
役

執
行
役
員
及
監
督
役
員

第
二
百
六
十
条
ノ
二
第
一
項

定
款

規
約

第
二
百
六
十
条
ノ
四
第
二
項

取
締
役
及
監
査
役

執
行
役
員
及
監
督
役
員

第
二
百
六
十
条
ノ
四
第
三
項

取
締
役

執
行
役
員

第
二
百
六
十
条
ノ
四
第
四
項

会
社
ノ
債
権
者

投
資
法
人
ノ
債
権
者

取
締
役
又
ハ
監
査
役

執
行
役
員
又
ハ
監
督
役
員

（
執
行
役
員
及
び
監
督
役
員
に
関
す
る
読
替
え
）

第
七
十
一
条

法
第
百
十
条
の
規
定
に
お
い
て
執
行
役
員
及
び
監
督
役
員
に
つ
い
て
商
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る

同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
二
百
六
十
八
条
第
二
項
及

株
主

投
資
主

－９７－



び
第
三
項
並
び
に
第
二
百
六

会
社

投
資
法
人

十
八
条
ノ
二
第
一
項
及
び
第

二
項

第
二
百
六
十
八
条
ノ
二
第
三

株
主

投
資
主

項第
二
百
六
十
八
条
ノ
三
第
一

会
社

投
資
法
人

項

株
主

投
資
主

２

法
第
百
十
条
の
規
定
に
お
い
て
法
第
百
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
執
行
役
員
又
は
監
督
役
員
の
責
任
に
つ
い
て
商
法
第

二
百
六
十
七
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
二
百
六
十
七
条
第
一
項

株
式

投
資
口

株
主

投
資
主

会
社

投
資
法
人

－９８－



第
二
百
六
十
七
条
第
二
項
及

会
社

投
資
法
人

び
第
三
項

株
主

投
資
主

第
二
百
六
十
七
条
第
五
項

株
主

投
資
主

３

法
第
百
十
条
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
に
つ
い
て
商
法
第
二
百
七
十
二
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規

定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
二
百
七
十
二
条

取
締
役

執
行
役
員

定
款

規
約

株
式

投
資
口

株
主

投
資
主

４

法
第
百
十
条
の
規
定
に
お
い
て
監
督
役
員
に
つ
い
て
商
法
第
二
百
七
十
五
条
ノ
四
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当

該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

－９９－



第
二
百
七
十
五
条
ノ
四

会
社

投
資
法
人

取
締
役

執
行
役
員

（
一
般
事
務
受
託
者
に
関
す
る
読
替
え
）

第
七
十
二
条

法
第
百
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
お
い
て
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
事
務
受
託
者
の
責
任

に
つ
い
て
商
法
第
二
百
六
十
七
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と

お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
二
百
六
十
七
条
第
一
項

株
式

投
資
口

株
主

投
資
主

会
社

投
資
法
人

第
二
百
六
十
七
条
第
二
項
及

会
社

投
資
法
人

び
第
三
項

株
主

投
資
主

第
二
百
六
十
七
条
第
五
項

株
主

投
資
主

－１００－



２

法
第
百
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
お
い
て
一
般
事
務
受
託
者
に
つ
い
て
商
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の

規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
二
百
六
十
八
条
第
二
項
及

株
主

投
資
主

び
第
三
項
並
び
に
第
二
百
六

会
社

投
資
法
人

十
八
条
ノ
二
第
一
項
及
び
第

二
項

第
二
百
六
十
八
条
ノ
二
第
三

株
主

投
資
主

項第
二
百
六
十
八
条
ノ
三
第
一

会
社

投
資
法
人

項

株
主

投
資
主

（
会
計
監
査
人
に
関
す
る
読
替
え
）

第
七
十
三
条

法
第
百
十
九
条
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
の
会
計
監
査
人
に
つ
い
て
株
式
会
社
の
監
査
等
に
関
す
る
商
法
の

－１０１－



特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術

的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
株
式
会
社
の
監

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

査
等
に
関
す
る
商
法
の
特
例

に
関
す
る
法
律
の
規
定

第
六
条
第
一
項
、
第
六
条
の

株
主
総
会

投
資
主
総
会

二
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び

に
第
六
条
の
三

第
六
条
の
四
第
一
項

定
款

規
約

第
七
条
第
三
項

子
会
社
に

子
法
人
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法

律
第
八
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
法
人
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

子
会
社
の

子
法
人
の

－１０２－



第
十
七
条
第
二
項

定
時
総
会

投
資
主
総
会

（
投
資
法
人
が
成
立
後
に
発
行
す
る
投
資
口
等
に
関
す
る
読
替
え
）

第
七
十
四
条

法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
が
成
立
後
に
発
行
す
る
投
資
口
に
つ
い
て
商
法
の
規
定

を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
（
当
該
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
係
る
技
術
的
読
替

え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
百
七
十
六
条

発
起
人

執
行
役
員

第
二
百
八
十
条
ノ
十
七
第
二

株
券
及
端
株
券

投
資
証
券

項

株
主
及
株
主
名
簿

投
資
主
及
投
資
主
名
簿

第
二
百
八
十
条
ノ
十
八
第
一

株
主

投
資
主

項
及
び
第
二
項

第
二
百
八
十
条
ノ
十
八
第
三

株
主
名
簿

投
資
主
名
簿

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二

株
券

投
資
証
券

－１０３－



百
九
条
第
一
項

２

法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
執
行
役
員
に
つ
い
て
商
法
第
百
七
十
五
条
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合

に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
百
七
十
五
条
第
四
項

株
式
申
込
証

投
資
口
申
込
証

３

法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
が
成
立
後
に
発
行
す
る
投
資
口
の
発
行
価
額
の
払
込
み
に
つ
い
て

商
法
第
百
七
十
七
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り

と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
百
七
十
七
条
第
二
項

株
式
申
込
証

投
資
口
申
込
証

４

法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
が
成
立
後
に
発
行
す
る
投
資
口
の
引
受
け
を
し
た
者
に
つ
い
て
商

法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
（
当
該
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
係
る
技

術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。
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読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
二
百
八
十
条
ノ
九
第
一
項

株
主

投
資
主

第
二
百
八
十
条
ノ
十
一
第
一

取
締
役

執
行
役
員

項第
二
百
八
十
条
ノ
十
一
第
二

株
式

投
資
口

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二

株
主

投
資
主

百
六
十
七
条
第
一
項

第
二
百
八
十
条
ノ
十
一
第
二

株
主

投
資
主

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二

百
六
十
七
条
第
二
項
、
第
三

項
及
び
第
五
項
、
第
二
百
六

十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項

、
第
二
百
六
十
八
条
ノ
二
並
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び
に
第
二
百
六
十
八
条
ノ
三

第
一
項

第
二
百
八
十
条
ノ
十
二

株
主

投
資
主

５

法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
が
成
立
後
に
発
行
す
る
投
資
口
の
発
行
の
無
効
に
つ
い
て
商
法
第

二
百
八
十
条
ノ
十
五
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
二
百
八
十
条
ノ
十
五
第
二

株
主
、
取
締
役
又
ハ
監
査
役

投
資
主
、
執
行
役
員
又
ハ
監
督
役
員

項
（
基
準
純
資
産
額
を
算
定
す
る
た
め
最
低
純
資
産
額
に
加
え
る
額
）

第
七
十
五
条

法
第
百
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
五
千
万
円
と
す
る
。

（
違
法
に
払
戻
し
を
受
け
た
者
の
責
任
に
関
す
る
読
替
え
）

第
七
十
六
条

法
第
百
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
同
条
第
一
項
の
支
払
を
求
め
る
訴
え
に
つ
い
て
商
法
の
規
定
を
準

用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。
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読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
二
百
六
十
七
条
第
一
項

株
式

投
資
口

株
主

投
資
主

会
社

投
資
法
人

第
二
百
六
十
七
条
第
二
項
及

会
社

投
資
法
人

び
第
三
項

株
主

投
資
主

第
二
百
六
十
七
条
第
五
項

株
主

投
資
主

第
二
百
六
十
八
条
第
二
項
及

株
主

投
資
主

び
第
三
項
並
び
に
第
二
百
六

会
社

投
資
法
人

十
八
条
ノ
二
第
一
項
及
び
第

二
項

第
二
百
六
十
八
条
ノ
二
第
三

株
主

投
資
主

項
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第
二
百
六
十
八
条
ノ
三
第
一

会
社

投
資
法
人

項

株
主

投
資
主

（
計
算
書
類
等
の
閲
覧
等
に
関
す
る
読
替
え)

第
七
十
七
条

法
第
百
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
同
条
第
一
項
の
場
合
に
つ
い
て
商
法
第
二
百
八
十
二
条
第
三
項
の

規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
二
百
八
十
二
条
第
三
項

親
会
社

親
法
人
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法

律
第
八
十
一
条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
親
法
人
ヲ
謂

フ
）

子
会
社
ノ

子
法
人
（
同
項
ニ
規
定
ス
ル
子
法
人
ヲ
謂
フ
）
ノ

書
類
（
子
会
社
ガ
有
限
会
社
ナ
ル

書
類

ト
キ
ハ
有
限
会
社
法
第
四
十
三
条

ノ
二
第
一
項
ニ
掲
グ
ル
書
類
）
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（
親
法
人
の
投
資
主
に
関
す
る
読
替
え)

第
七
十
八
条

法
第
百
三
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
お
い
て
親
法
人
の
投
資
主
に
つ
い
て
商
法
第
二
百
九
十
三
条
ノ
八
の
規
定

を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
二
百
九
十
三
条
ノ
八
第
一

子
会
社

子
法
人
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法

項

律
第
八
十
一
条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
子
法
人
ヲ
謂

フ
）

（
計
算
に
関
す
る
読
替
え
）

第
七
十
九
条

法
第
百
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
に
つ
い
て
商
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同

法
の
規
定
（
当
該
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す

る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
二
百
八
十
六
条
ノ
五

社
債

投
資
法
人
債
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第
二
百
八
十
七
条

社
債
権
者

投
資
法
人
債
権
者

社
債
ノ
募
集

投
資
法
人
債
ノ
募
集

社
債
償
還

投
資
法
人
債
償
還

第
二
百
九
十
三
条

利
益
又
ハ
利
息
ノ
配
当

金
銭
ノ
分
配

各
株
主

各
投
資
主

株
式
ノ
数

投
資
口
ノ
口
数

第
二
百
九
十
四
条
第
一
項

定
款

規
約

発
行
済
株
式
ノ
総
数

発
行
済
投
資
口
ノ
総
口
数

株
式
ヲ

投
資
口
ヲ

株
主

投
資
主

第
二
百
九
十
四
条
第
二
項

子
会
社

子
法
人
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法

律
第
八
十
一
条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
子
法
人
ヲ
謂

フ
）
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第
二
百
九
十
四
条
ノ
二
第
一

株
主

投
資
主

項
及
び
第
二
項

第
二
百
九
十
四
条
ノ
二
第
四

株
式

投
資
口

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二

株
主

投
資
主

百
六
十
七
条
第
一
項

第
二
百
九
十
四
条
ノ
二
第
四

株
主

投
資
主

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二

百
六
十
七
条
第
二
項
、
第
三

項
及
び
第
五
項
、
第
二
百
六

十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項

、
第
二
百
六
十
八
条
ノ
二
並

び
に
第
二
百
六
十
八
条
ノ
三

第
一
項
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（
投
資
法
人
債
の
発
行
の
最
低
価
額
を
定
め
た
場
合
に
関
す
る
読
替
え
）

第
八
十
条

法
第
百
三
十
九
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
債
の
発
行
の
最
低
価
額
を
定
め
た
場
合
に
つ
い
て
商

法
第
三
百
一
条
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す

る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
三
百
一
条
第
四
項

社
債
申
込
証

投
資
法
人
債
申
込
証

（
投
資
法
人
債
管
理
会
社
に
関
す
る
読
替
え
）

第
八
十
一
条

法
第
百
三
十
九
条
の
五
第
七
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
債
管
理
会
社
に
つ
い
て
商
法
の
規
定
を
準
用
す
る

場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
二
百
九
十
七
条
ノ
三
第
一

社
債
権
者

投
資
法
人
債
権
者

項
及
び
第
二
項

社
債
ノ

投
資
法
人
債
ノ

第
三
百
九
条
ノ
四

社
債
権
者
ト

投
資
法
人
債
権
者
ト
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社
債
権
者
ノ

投
資
法
人
債
権
者
ノ

社
債
権
者
集
会

投
資
法
人
債
権
者
集
会

第
三
百
九
条
ノ
五
及
び
第
三

社
債
権
者

投
資
法
人
債
権
者

百
十
一
条

第
三
百
十
一
条
ノ
二
第
一
項

社
債
権
者
集
会

投
資
法
人
債
権
者
集
会

社
債
権
者
ニ

投
資
法
人
債
権
者
ニ

第
三
百
十
一
条
ノ
二
第
二
項

社
債
ヲ
発
行
シ
タ
ル
会
社

投
資
法
人
債
ヲ
発
行
シ
タ
ル
投
資
法
人

社
債
ノ

投
資
法
人
債
ノ

社
債
権
者

投
資
法
人
債
権
者

第
三
百
十
二
条
第
一
項

社
債
ヲ
発
行
シ
タ
ル
会
社
及
社
債

投
資
法
人
債
ヲ
発
行
シ
タ
ル
投
資
法
人
及
投
資
法

権
者
集
会

人
債
権
者
集
会

第
三
百
十
二
条
第
二
項

社
債
ヲ
発
行
シ
タ
ル
会
社

投
資
法
人
債
ヲ
発
行
シ
タ
ル
投
資
法
人

社
債
権
者

投
資
法
人
債
権
者
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第
三
百
十
三
条

社
債
ヲ
発
行
シ
タ
ル
会
社
又
ハ
社

投
資
法
人
債
ヲ
発
行
シ
タ
ル
投
資
法
人
又
ハ
投
資

債
権
者
集
会

法
人
債
権
者
集
会

第
三
百
十
四
条
第
一
項
及
び

社
債
ヲ
発
行
シ
タ
ル
会
社

投
資
法
人
債
ヲ
発
行
シ
タ
ル
投
資
法
人

第
二
項

社
債
ノ

投
資
法
人
債
ノ

社
債
権
者
集
会

投
資
法
人
債
権
者
集
会

（
投
資
法
人
債
に
関
す
る
読
替
え
）

第
八
十
二
条

法
第
百
三
十
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
債
が
二
以
上
の
者
の
共
有
に
属
す
る
場
合
に
つ
い

て
商
法
第
二
百
三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
二
百
三
条
第
二
項
及
び
第

株
主

投
資
法
人
債
権
者

三
項

２

法
第
百
三
十
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
債
の
応
募
者
又
は
投
資
法
人
債
権
者
に
対
す
る
通
知
及
び
催

告
に
つ
い
て
商
法
第
二
百
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
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の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
二
百
二
十
四
条
第
一
項

株
主
名
簿

投
資
法
人
債
原
簿

３

法
第
百
三
十
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
が
投
資
法
人
債
を
発
行
す
る
場
合
に
お
け
る
投
資
法
人
債
、

投
資
法
人
債
権
者
、
投
資
法
人
債
券
、
投
資
法
人
債
管
理
会
社
、
投
資
法
人
債
原
簿
又
は
投
資
法
人
債
権
者
集
会
に
つ
い
て

商
法
第
三
百
三
条
及
び
第
三
百
六
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の

表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
三
百
三
条
及
び
第
三
百
六

取
締
役

執
行
役
員

条
第
二
項

４

法
第
百
三
十
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
が
投
資
法
人
債
を
発
行
す
る
場
合
に
お
け
る
投
資
法
人
債
、

投
資
法
人
債
権
者
、
投
資
法
人
債
券
、
投
資
法
人
債
管
理
会
社
、
投
資
法
人
債
原
簿
若
し
く
は
投
資
法
人
債
権
者
集
会
に
つ

い
て
商
法
中
改
正
法
律
施
行
法
（
昭
和
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
六
十
一
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
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規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
中
改
正
法

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

律
施
行
法
の
規
定

第
六
十
一
条

定
款

規
約

（
投
資
法
人
債
に
関
す
る
法
令
の
適
用
）

第
八
十
三
条

法
第
百
三
十
九
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
令
は
、
担
保
附
社
債
信
託
法
（
明
治
三
十
八
年

法
律
第
五
十
二
号
。
同
法
第
四
条
第
二
項
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
四
条
及
び
第
八
十
二
条
第
三
項
を
除
く
。
）
、
信
託
法

（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
及
び
有
価
証
券
の
信
託
財
産
表
示
及
び
信
託
財
産
に
属
す
る
金
銭
の
管
理
に
関
す
る
件

（
大
正
十
一
年
勅
令
第
五
百
十
九
号
）
並
び
に
社
債
等
登
録
法
（
昭
和
十
七
年
法
律
第
十
一
号
）
及
び
社
債
等
登
録
法
施
行

令
（
昭
和
十
七
年
勅
令
第
四
百
九
号
）
と
し
、
投
資
法
人
債
に
係
る
こ
れ
ら
の
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
投
資
法

人
、
投
資
主
、
投
資
法
人
債
権
者
、
投
資
法
人
債
券
、
投
資
法
人
債
申
込
証
、
投
資
法
人
債
管
理
会
社
、
投
資
法
人
債
原
簿

又
は
投
資
法
人
債
権
者
集
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
商
法
第
二
編
第
四
章
に
規
定
す
る
株
式
会
社
、
株
主
、
社
債
権
者
、
社
債
券
、

社
債
申
込
証
、
社
債
管
理
会
社
、
社
債
原
簿
又
は
社
債
権
者
集
会
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
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げ
る
法
令
の
規
定
中
の
字
句
で
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

読
み
替
え
る
法
令
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

担
保
附
社
債
信
託
法
（
以
下

商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
三

こ
の
表
に
お
い
て
「
担
信
法

十
八
号
）
第
二
百
九
十
七
条

十
九
条
の
三

」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二

項担
信
法
第
四
条
第
一
項

一

動
産
質

一

証
書
ア
ル
債
権
質

二

証
書
ア
ル
債
権
質

二

株
式
質

二
ノ
二

株
式
質

三

不
動
産
抵
当

三

不
動
産
抵
当

四

船
舶
抵
当

四
ノ
二

自
動
車
抵
当

－１１７－



四
ノ
三

航
空
機
抵
当

四
ノ
四

建
設
機
械
抵
当

五

鉄
道
抵
当

六

工
場
抵
当

七

鉱
業
抵
当

八

軌
道
抵
当

九

運
河
抵
当

十

漁
業
財
団
抵
当

十
一

自
動
車
交
通
事
業
抵
当

十
一
ノ
二

道
路
交
通
事
業
抵
当

十
二

港
湾
運
送
事
業
抵
当

十
三

観
光
施
設
財
団
抵
当

十
四

企
業
担
保
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担
信
法
第
十
九
条

左
ノ
事
項

左
ノ
事
項
（
第
十
号
ニ
掲
ゲ
タ
ル
事
項
ヲ
除
ク
）

担
信
法
第
二
十
二
条
第
一
項

商
法
第
三
百
一
条
第
二
項
及
第
三

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
三

項
、
第
三
百
四
十
一
条
ノ
三
並
ニ

十
九
条
の
四
第
二
項
ニ
掲
ゲ
タ
ル
モ
ノ

第
三
百
四
十
一
条
ノ
十
二
ニ
掲
ゲ

タ
ル
モ
ノ

担
信
法
第
二
十
二
条
第
二
項

商
法
第
三
百
一
条
第
二
項
第
三
号

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
二

乃
至
第
八
号
、
第
十
号
及
第
十
五

十
九
条
の
六
第
二
項
第
四
号
乃
至
第
七
号
及
第
十

号
、
第
三
百
四
十
一
条
ノ
三
並
ニ

一
号
乃
至
第
十
四
号

第
三
百
四
十
一
条
ノ
十
二

担
信
法
第
三
十
五
条

商
法
第
三
百
六
条
第
二
項
、
第
三

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
三

百
四
十
一
条
ノ
三
及
第
三
百
四
十

十
九
条
の
六
第
一
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
三

一
条
ノ
十
二
ニ
掲
ゲ
タ
ル
モ
ノ

百
六
条
第
二
項
ニ
掲
ゲ
タ
ル
モ
ノ

担
信
法
第
四
十
条
第
一
項

商
法
第
三
百
十
七
条
、
第
三
百
四

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
三
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十
一
条
ノ
三
及
第
三
百
四
十
一
条

十
九
条
の
六
第
一
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
三

ノ
十
二
ニ
掲
ゲ
タ
ル
モ
ノ

百
十
七
条
ニ
掲
ゲ
タ
ル
モ
ノ

担
信
法
第
五
十
八
条

及
商
法

、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
及
同

法
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法

担
信
法
第
五
十
九
条
第
二
項

商
法
第
三
百
二
十
条
第
三
項
及
第

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
三

六
項
（
同
法
第
三
百
二
十
一
条
第

十
九
条
の
六
第
一
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
三

三
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
場
合
ヲ
含

百
二
十
条
第
三
項
及
第
六
項
（
同
法
第
三
百
二
十

ム
）
並
ニ
第
三
百
二
十
二
条
第
一

一
条
第
三
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
場
合
ヲ
含
ム
）
並

項
及
第
二
項

ニ
第
三
百
二
十
二
条
第
一
項
及
第
二
項

担
信
法
第
六
十
条

商
法
第
三
百
二
十
四
条

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
三

十
九
条
の
六
第
一
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
三

百
二
十
四
条

担
信
法
第
六
十
一
条
第
三
項

商
法
第
三
百
三
十
九
条
第
二
項
及

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
三

－１２０－



第
四
項

十
九
条
の
六
第
一
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
三

百
三
十
九
条
第
二
項
及
第
四
項

担
信
法
第
六
十
三
条

商
法
第
三
百
三
十
条
第
一
項

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
三

十
九
条
の
六
第
一
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
三

百
三
十
条
第
一
項

担
信
法
第
六
十
五
条

商
法
第
三
百
三
十
条
第
一
項
本
文

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
三

十
九
条
の
六
第
一
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
三

百
三
十
条
第
一
項
本
文

担
信
法
第
八
十
二
条
第
二
項

商
法
第
三
百
九
条
第
二
項

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
三

十
九
条
の
五
第
二
項

担
信
法
第
八
十
三
条
第
一
項

付
与
セ
ラ
レ
タ
ル
執
行
力
ア
ル
正

担
保
権
ノ
実
行
ト
シ
テ
ノ
競
売
ノ
申
立
ヲ
為
ス
コ

本
ニ
基
キ
担
保
物
ニ
付
強
制
執
行

ト
ヲ
得

ヲ
為
シ
担
保
権
ノ
実
行
ト
シ
テ
ノ

－１２１－



競
売
ノ
申
立
ヲ
為
シ
又
ハ
企
業
担

保
権
ノ
実
行
ノ
申
立
ヲ
為
ス
コ
ト

ヲ
得

担
信
法
第
八
十
九
条
第
二
項

商
法
第
三
百
九
条
ノ
四

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
三

十
九
条
の
五
第
七
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
三

百
九
条
ノ
四

担
信
法
第
九
十
一
条
第
一
項

商
法
第
三
百
三
十
六
条
第
一
項

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
三

及
び
第
九
十
二
条
第
一
項

十
九
条
の
六
第
一
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
三

百
三
十
六
条
第
一
項

担
信
法
第
九
十
一
条
第
三
項

商
法
第
三
百
三
十
六
条
第
二
項

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
三

及
び
第
九
十
二
条
第
三
項

十
九
条
の
六
第
一
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
三

百
三
十
六
条
第
二
項

社
債
等
登
録
法
施
行
令
第
六

商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
三
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十
二
条

十
八
号
）
第
三
百
二
十
条
第
五
項

十
九
条
の
六
第
一
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
（
明

及
第
三
百
二
十
一
条
第
二
項

治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
三
百
二
十
条

第
五
項
及
第
三
百
二
十
一
条
第
二
項

（
投
資
口
の
払
戻
し
に
係
る
規
約
の
変
更
に
関
す
る
読
替
え
）

第
八
十
四
条

法
第
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
規
約
を
変
更
し
て
投
資
口
の
払
戻
し
の
請
求
に
応
じ
な
い
こ
と
と

す
る
場
合
に
つ
い
て
商
法
第
三
百
四
十
九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
（
当
該
規
定
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
三
百
四
十
九
条
第
一
項

株
主
総
会

投
資
主
総
会

会
社

投
資
法
人

株
主
ハ

投
資
主
ハ

株
式

投
資
口

第
三
百
四
十
九
条
第
二
項
に

株
式
ノ
額
面
無
額
面
ノ
別
、
種
類

投
資
口
ノ
口
数

－１２３－



お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
四

及
数

十
五
条
ノ
三
第
一
項

第
三
百
四
十
九
条
第
二
項
に

株
券

投
資
証
券

お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
四

十
五
条
ノ
三
第
五
項

（
最
低
純
資
産
額
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
規
約
の
変
更
に
関
す
る
読
替
え
）

第
八
十
五
条

法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
規
約
の
変
更
の
決
議
で
あ
っ
て
最
低
純
資
産
額
を
減
少
さ
せ
る
こ

と
を
内
容
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
商
法
第
百
条
及
び
第
三
百
七
十
六
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら

の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
百
条
第
一
項
及
び
第
三
項

会
社
ハ

投
資
法
人
ハ

第
三
百
七
十
六
条
第
三
項

社
債
権
者
ガ

投
資
法
人
債
権
者
ガ

社
債
権
者
集
会

投
資
法
人
債
権
者
集
会
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社
債
権
者
ノ

投
資
法
人
債
権
者
ノ

（
解
散
に
関
す
る
読
替
え
）

第
八
十
六
条

法
第
百
四
十
四
条
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
に
つ
い
て
商
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規

定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
五
十
八
条
第
一
項

株
主

投
資
主

定
款

規
約

第
五
十
八
条
第
二
項
及
び
第

株
主

投
資
主

五
十
九
条
第
一
項

第
四
百
六
条
ノ
二
第
一
項

発
行
済
株
式
ノ
総
数

発
行
済
投
資
口
ノ
総
口
数

株
式
ヲ

投
資
口
ヲ

株
主

投
資
主

２

法
第
百
四
十
四
条
の
規
定
に
お
い
て
執
行
役
員
に
つ
い
て
商
法
第
四
百
七
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
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定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
四
百
七
条

会
社

投
資
法
人

株
主

投
資
主

通
知
ヲ
発
シ
且
端
株
券
ヲ
発
行
シ

通
知
ヲ
発
ス
ル

タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
之
ヲ
公
告
ス

ル

（
合
併
に
関
す
る
読
替
え
）

第
八
十
七
条

法
第
百
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
に
つ
い
て
商
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法

の
規
定
（
当
該
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
五
十
六
条
第
三
項

ヲ
代
表
ス
ベ
キ
社
員
又
ハ
取
締
役

ノ
執
行
役
員
規
約

定
款
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第
四
百
八
条
第
一
項

株
主
総
会

投
資
主
総
会

第
四
百
八
条
ノ
二
第
一
項

取
締
役

執
行
役
員

株
主
ニ

投
資
主
ニ

株
式

投
資
口

第
四
百
八
条
ノ
二
第
二
項

株
主

投
資
主

第
四
百
八
条
ノ
三
第
一
項

株
主
総
会

投
資
主
総
会

株
主
ハ

投
資
主
ハ

株
式

投
資
口

第
四
百
八
条
ノ
三
第
二
項
に

株
式
ノ
額
面
無
額
面
ノ
別
、
種
類

投
資
口
ノ
口
数

お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
四

及
数

十
五
条
ノ
三
第
一
項

第
四
百
八
条
ノ
三
第
二
項
に

株
券

投
資
証
券

お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
四

－１２７－



十
五
条
ノ
三
第
五
項

第
四
百
十
二
条
第
一
項

定
款

規
約

第
四
百
十
六
条
第
二
項
に
お

社
債
権
者
ガ

投
資
法
人
債
権
者
ガ

い
て
準
用
す
る
第
三
百
七
十

社
債
権
者
集
会

投
資
法
人
債
権
者
集
会

六
条
第
三
項

社
債
権
者
ノ

投
資
法
人
債
権
者
ノ

２

法
第
百
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
口
を
併
合
し
な
い
場
合
に
お
い
て
合
併
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
投
資
法
人
の

投
資
口
を
目
的
と
す
る
質
権
に
つ
い
て
商
法
第
二
百
八
条
及
び
第
二
百
九
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ

れ
ら
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
二
百
八
条

株
主

投
資
主

第
二
百
九
条
第
三
項

株
主

投
資
主

株
券
及
端
株
券

投
資
証
券

３

法
第
百
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
執
行
役
員
に
つ
い
て
商
法
第
四
百
十
四
条
ノ
二
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お

－１２８－



け
る
当
該
規
定
（
当
該
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り

と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
四
百
十
四
条
ノ
二
第
一
項

会
社

投
資
法
人

第
四
百
十
四
条
ノ
二
第
二
項

株
主

投
資
主

に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
百

八
条
ノ
二
第
二
項

（
清
算
に
関
す
る
読
替
え
）

第
八
十
八
条

法
第
百
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
の
清
算
に
つ
い
て
商
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お

け
る
同
法
の
規
定
（
当
該
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
規
定
を
含
む
。
）
に
係

る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
百
二
十
四
条
第
一
項
並
び

清
算
人

清
算
執
行
人

－１２９－



に
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
民
法
第
八
十
一
条
第

一
項
及
び
第
二
項

第
百
三
十
一
条

清
算
人

清
算
執
行
人

社
員

投
資
主

第
四
百
二
十
二
条
第
一
項
及

清
算
人

清
算
執
行
人

び
第
四
百
二
十
三
条

第
四
百
二
十
四
条
第
二
項

株
主

投
資
主

第
四
百
二
十
五
条

株
主

投
資
主

株
式
ノ
数

投
資
口
ノ
口
数

第
四
百
二
十
六
条

清
算
人

清
算
執
行
人

株
主
総
会

投
資
主
総
会

第
四
百
二
十
九
条

清
算
人

清
算
執
行
人

－１３０－



２

法
第
百
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
清
算
執
行
人
に
つ
い
て
法
の
規
定
（
当
該
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
商
法
の

規
定
を
含
む
。
）
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
九
十
七
条
第
三
項

役
員
会

清
算
人
会

第
百
三
十
八
条
第
三
項

執
行
役
員

清
算
執
行
人

第
九
十
四
条
第
一
項
に
お
い

監
督
役
員

清
算
監
督
人

て
準
用
す
る
商
法
第
二
百
三

十
八
条

３

法
第
百
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
清
算
監
督
人
に
つ
い
て
法
の
規
定
（
当
該
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
商
法
の

規
定
を
含
む
。
）
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
九
十
条
第
二
項

執
行
役
員

清
算
執
行
人

第
百
一
条
第
四
号

執
行
役
員

執
行
役
員
及
び
清
算
執
行
人

－１３１－



第
百
一
条
第
六
号

又
は
執
行
役
員

、
執
行
役
員
又
は
清
算
執
行
人

第
百
二
条
及
び
第
百
三
条
並

執
行
役
員

清
算
執
行
人

び
に
第
百
四
条
に
お
い
て
準

用
す
る
商
法
第
二
百
七
十
五

条
及
び
第
二
百
七
十
五
条
ノ

二第
百
十
条
第
一
項
に
お
い
て

執
行
役
員

清
算
執
行
人

準
用
す
る
商
法
第
二
百
七
十

第
百
十
条

第
百
六
十
三
条
第
一
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
同
法
第

五
条
ノ
四

百
十
条

４

法
第
百
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
清
算
人
会
に
つ
い
て
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
法
の
規
定
（
当

該
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
商
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
百
六
条
第
一
項
及
び
第
二

執
行
役
員

清
算
執
行
人

－１３２－



項

役
員
会
招
集
権
者

清
算
人
会
招
集
権
者

第
百
六
条
第
三
項

監
督
役
員

清
算
監
督
人

執
行
役
員

清
算
執
行
人

役
員
会
招
集
権
者

清
算
人
会
招
集
権
者

第
百
六
条
第
四
項

役
員
会

清
算
人
会

執
行
役
員
又
ハ
監
督
役
員

清
算
執
行
人
又
ハ
清
算
監
督
人

第
百
七
条

執
行
役
員

清
算
執
行
人

第
百
八
条
第
一
項

執
行
役
員
及
監
督
役
員

清
算
執
行
人
及
清
算
監
督
人

第
百
八
条
第
一
項
に
お
い
て

各
執
行
役
員
及
各
監
督
役
員

各
清
算
執
行
人
及
各
清
算
監
督
人

準
用
す
る
商
法
第
二
百
五
十

九
条
ノ
二

第
百
八
条
第
一
項
に
お
い
て

執
行
役
員
及
監
督
役
員

清
算
執
行
人
及
清
算
監
督
人

準
用
す
る
商
法
第
二
百
五
十

－１３３－



九
条
ノ
三
及
び
第
二
百
六
十

条
ノ
四
第
二
項

第
百
八
条
第
一
項
に
お
い
て

執
行
役
員

清
算
執
行
人

準
用
す
る
商
法
第
二
百
六
十

条
ノ
四
第
三
項

第
百
八
条
第
一
項
に
お
い
て

執
行
役
員
又
ハ
監
督
役
員

清
算
執
行
人
又
ハ
清
算
監
督
人

準
用
す
る
商
法
第
二
百
六
十

条
ノ
四
第
四
項

第
百
八
条
第
二
項

執
行
役
員

清
算
執
行
人

５

法
第
百
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
清
算
執
行
人
及
び
清
算
監
督
人
に
つ
い
て
法
の
規
定
（
当
該
規
定
に
お
い
て

準
用
す
る
商
法
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
百
九
条
第
二
項
及
び
第
百

役
員
会

清
算
人
会

－１３４－



十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
商

法
第
二
百
六
十
六
条
ノ
三
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

百
九
条
第
二
項

６

法
第
百
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
の
設
立
の
無
効
に
つ
い
て
商
法
第
四
百
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定

を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
四
百
二
十
八
条
第
二
項

株
主
、
取
締
役
又
ハ
監
査
役

投
資
主
、
執
行
役
員
又
ハ
監
督
役
員

７

法
第
百
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
、
法
第
百
七
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
商
法
第
六
十
七
条
ノ
二
に

規
定
す
る
清
算
執
行
人
の
職
務
を
代
行
す
る
者
に
つ
い
て
同
法
第
七
十
条
ノ
二
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規

定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
七
十
条
ノ
二

会
社

投
資
法
人

－１３５－



（
特
別
清
算
に
関
す
る
読
替
え
）

第
八
十
九
条

法
第
百
六
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
の
特
別
清
算
に
つ
い
て
商
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合

に
お
け
る
同
法
の
規
定
（
当
該
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
及
び
破
産
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
規
定
を

含
む
。
）
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
三
百
八
十
三
条
第
一
項

破
産
手
続
及
企
業
担
保
権
ノ
実
行

破
産
手
続

手
続

第
三
百
八
十
三
条
第
二
項

仮
差
押
、
仮
処
分
若
ハ
企
業
担
保

仮
差
押
若
ハ
仮
処
分

権
ノ
実
行

仮
差
押
、
仮
処
分
及
企
業
担
保
権

仮
差
押
及
仮
処
分

ノ
実
行
手
続

第
四
百
三
十
四
条

株
主

投
資
主

第
四
百
三
十
八
条
第
二
項
に

清
算
人

清
算
執
行
人

－１３６－



お
い
て
準
用
す
る
第
四
百
二

十
三
条
第
二
項

第
四
百
四
十
二
条
第
一
項
に

取
締
役

清
算
執
行
人
及
清
算
監
督
人

お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
四

十
四
条
第
二
項

第
四
百
五
十
一
条
に
お
い
て

清
算
人

清
算
執
行
人

準
用
す
る
第
四
百
四
十
七
条

及
び
第
四
百
四
十
九
条

第
四
百
五
十
四
条
第
一
項

株
主

投
資
主

第
四
百
五
十
六
条
に
お
い
て

、
整
理
委
員
、
監
督
員
又
ハ
管
理

又
ハ
監
査
委
員

準
用
す
る
第
三
百
九
十
九
条

人

第
四
百
五
十
六
条
に
お
い
て

破
産
管
財
人

清
算
執
行
人

準
用
す
る
破
産
法
第
二
百
三

－１３７－



条
及
び
第
二
百
四
条

（
投
資
法
人
の
設
立
の
登
記
に
関
す
る
読
替
え
）

第
九
十
条

法
第
百
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
に
つ
い
て
商
法
第
六
十
一
条
及
び
第
六
十
六
条
の
規
定
を

準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
六
十
一
条

本
編

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
三
編

第
六
十
六
条
第
一
項

第
六
十
四
条
第
一
項
ニ
掲
グ
ル
事

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
六

項
ヲ
登
記
シ
其
ノ
支
店
ヲ
移
転
シ

十
六
条
第
二
項
ニ
掲
グ
ル
事
項

タ
ル
ト
キ
ハ
旧
所
在
地
ニ
於
テ
ハ

三
週
間
内
ニ
移
転
ノ
登
記
ヲ
為
シ

新
所
在
地
ニ
於
テ
ハ
四
週
間
内
ニ

第
六
十
四
条
第
一
項
ニ
掲
グ
ル
事

項
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第
六
十
六
条
第
二
項

本
店
又
ハ
支
店

本
店

２

法
第
百
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
お
い
て
執
行
役
員
及
び
監
督
役
員
に
つ
い
て
商
法
第
六
十
七
条
ノ
二
の
規
定
を
準
用

す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
六
十
七
条
ノ
二

本
店
及
支
店

本
店

（
清
算
執
行
人
等
の
登
記
に
関
す
る
読
替
え
）

第
九
十
一
条

法
第
百
七
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
お
い
て
清
算
執
行
人
及
び
清
算
監
督
人
に
つ
い
て
商
法
第
六
十
七
条
ノ
二

の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
六
十
七
条
ノ
二

本
店
及
支
店

本
店

（
投
資
法
人
の
特
別
清
算
終
結
の
決
定
等
に
関
す
る
読
替
え
）

第
九
十
二
条

法
第
百
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
投
資
法
人
の
特
別
清
算
終
結
の
決
定
又
は
投
資
法
人
の
特
別
清
算
開

始
の
命
令
を
取
り
消
す
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
つ
い
て
商
法
第
三
百
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
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る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
三
百
八
十
七
条
第
一
項

本
店
及
支
店

本
店

（
非
訟
事
件
手
続
法
の
規
定
の
読
替
え
）

第
九
十
三
条

法
第
百
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
に
つ
い
て
非
訟
事
件
手
続
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合

に
お
け
る
同
法
の
規
定
（
当
該
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の

と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
非
訟
事
件
手
続

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

法
の
規
定

第
百
二
十
六
条
第
一
項

商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
四

十
八
号
）
第
五
十
八
条
、
第
七
十

十
四
条
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
五
十
八
条
ノ
規

条
ノ
二
第
一
項
但
書
、
第
百
七
十

定
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第

三
条
第
四
項
、
第
百
七
十
八
条
、

九
十
九
条
第
一
項
又
ハ
第
百
六
十
三
条
第
一
項
ニ
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第
二
百
四
条
ノ
四
第
一
項
、
第
二

於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
七
十
条
ノ
二
第
一
項
但
書

百
十
七
条
第
二
項
、
第
二
百
三
十

ノ
規
定
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法

七
条
第
二
項
、
第
二
百
四
十
五
条

律
第
百
四
十
一
条
第
一
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法

ノ
三
第
三
項
、
第
二
百
四
十
六
条

第
三
百
四
十
九
条
第
二
項
又
ハ
投
資
信
託
及
び
投

第
二
項
、
第
二
百
五
十
八
条
第
二

資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
五
十
条
第
一
項
ニ
於

項
、
第
二
百
六
十
三
条
第
四
項
、

テ
準
用
ス
ル
商
法
第
四
百
八
条
ノ
三
第
二
項
ニ
於

第
二
百
八
十
条
ノ
八
第
三
項
、
第

テ
準
用
ス
ル
同
法
第
二
百
四
十
五
条
ノ
三
第
三
項

二
百
八
十
条
ノ
十
八
第
二
項
及
ビ

ノ
規
定
及
ビ
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る

第
二
百
八
十
二
条
第
三
項
、
其
準

法
律
第
百
二
十
三
条
第
一
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商

用
規
定
、
同
法
第
百
五
十
三
条
第

法
第
二
百
八
十
条
ノ
十
八
第
二
項
ノ
規
定

二
項
、
第
百
七
十
三
条
第
一
項
、

第
百
八
十
一
条
第
一
項
、
第
二
百

三
十
七
条
ノ
二
、
第
二
百
六
十
条
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ノ
四
第
四
項
、
第
二
百
八
十
条
ノ

八
第
一
項
、
第
二
百
九
十
一
条
第

二
項
、
第
二
百
九
十
三
条
ノ
八
第

一
項
及
ビ
第
二
百
九
十
四
条
、
有

限
会
社
法
（
昭
和
十
三
年
法
律
第

七
十
四
号
）
第
八
条
第
一
項
但
書

、
第
十
二
条
ノ
二
第
一
項
、
第
二

十
八
条
ノ
二
第
一
項
、
第
四
十
四

条
ノ
三
第
一
項
、
第
四
十
五
条
及

ビ
第
五
十
二
条
ノ
三
第
一
項
並
ニ

株
券
等
の
保
管
及
び
振
替
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第

三
十
号
）
第
三
十
二
条
第
七
項
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第
百
二
十
六
条
第
二
項

商
法
第
百
十
一
条
第
三
項
及
ビ
其

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
五

準
用
規
定

十
条
第
二
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
百
十
一
条

第
三
項

第
百
三
十
二
条
ノ
五
第
一
項

商
法
第
七
十
条
ノ
二
第
一
項
但
書

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
九
十

（
同
法
第
百
四
十
七
条
及
ビ
第
二

九
条
第
一
項
又
ハ
第
百
六
十
三
条
第
一
項
ニ
於
テ

百
七
十
一
条
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
場

準
用
ス
ル
商
法
第
七
十
条
ノ
二
第
一
項
但
書

合
ヲ
含
ム
）

業
務
代
行
者
又
ハ
職
務
代
行
者

執
行
役
員
又
ハ
清
算
執
行
人
ノ
職
務
ヲ
代
行
ス
ル

者

第
百
三
十
二
条
ノ
五
第
二
項

業
務
代
行
者
又
ハ
職
務
代
行
者

執
行
役
員
又
ハ
清
算
執
行
人
ノ
職
務
ヲ
代
行
ス
ル

者

第
百
三
十
二
条
ノ
六
第
一
項

商
法
第
二
百
四
十
五
条
ノ
三
第
三

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
四

項
（
同
法
第
三
百
四
十
九
条
第
二

十
一
条
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
三
百
四
十
九
条
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項
、
第
三
百
五
十
五
条
第
二
項(

第
二
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
同
法
第
二
百
四
十
五
条

同
法
第
三
百
七
十
一
条
第
三
項
ニ

ノ
三
第
三
項
ノ
規
定
及
ビ
投
資
信
託
及
び
投
資
法

於
テ
準
用
ス
ル
場
合
ヲ
含
ム)

、

人
に
関
す
る
法
律
第
百
五
十
条
第
一
項
ニ
於
テ
準

第
三
百
五
十
八
条
第
七
項
、
第
四

用
ス
ル
商
法
第
四
百
八
条
ノ
三
第
二
項
ニ
於
テ
準

百
八
条
ノ
三
第
二
項
及
ビ
第
四
百

用
ス
ル
同
法
第
二
百
四
十
五
条
ノ
三
第
三
項

十
三
条
ノ
三
第
七
項
ニ
於
テ
準
用

ス
ル
場
合
ヲ
含
ム
）

第
百
三
十
二
条
ノ
六
第
二
項

取
締
役

執
行
役
員

株
主

投
資
主

第
百
三
十
三
条
ノ
二
第
一
項

商
法

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
二

十
三
条
第
一
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法

第
百
三
十
三
条
ノ
三
第
一
項

総
株
主

総
投
資
主

第
百
三
十
三
条
ノ
三
第
二
項

取
締
役
及
ビ
監
査
役

執
行
役
員
及
ビ
監
督
役
員
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に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
二

十
九
条
ノ
二

第
百
三
十
四
条
第
一
項
、
第

商
法

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
四

百
三
十
四
条
ノ
三
及
び
第
百

十
四
条
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法

三
十
四
条
ノ
四

第
百
三
十
五
条

本
店
及
ビ
支
店

本
店

第
百
三
十
五
条
ノ
二
第
一
項

商
法

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
四

十
四
条
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法

第
百
三
十
五
条
ノ
二
第
一
項

取
締
役
及
ビ
監
査
役

執
行
役
員
及
ビ
監
督
役
員

に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
二

十
九
条
ノ
三

第
百
三
十
五
条
ノ
四
第
一
項

商
法

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
四

及
び
第
百
三
十
五
条
ノ
五

十
四
条
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
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第
百
三
十
五
条
ノ
六
及
び
第

本
店
及
ビ
支
店

本
店

百
三
十
五
条
ノ
七
に
お
い
て

準
用
す
る
第
百
三
十
五
条
ノ

六第
百
三
十
五
条
ノ
七

株
式
交
換
、
株
式
移
転
又
ハ
合
併

合
併

第
百
三
十
五
条
ノ
八

商
法
第
百
十
一
条
第
三
項
（
同
法

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
五

第
百
四
十
七
条
及
ビ
第
四
百
十
五

十
条
第
二
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
百
十
一
条

条
第
三
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
場
合

第
三
項

ヲ
含
ム
）

第
百
三
十
九
条

本
店
及
ビ
支
店

本
店

第
百
三
十
九
条
第
一
号

清
算
人

清
算
執
行
人
又
ハ
清
算
監
督
人

第
百
三
十
九
条
第
四
号

株
式
会
社
ノ
取
締
役
、
監
査
役
、

執
行
役
員
、
監
督
役
員
、
清
算
執
行
人
又
ハ
清
算

代
表
取
締
役
若
ク
ハ
清
算
人
又
ハ

監
督
人
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有
限
会
社
ノ
取
締
役
、
監
査
役
若

ク
ハ
清
算
人

第
百
三
十
九
条
第
五
号

株
式
会
社
又
ハ
有
限
会
社
ノ
取
締

執
行
役
員
又
ハ
監
督
役
員

役
又
ハ
監
査
役

第
百
三
十
九
条
第
六
号

株
式
会
社
ノ
創
立
総
会
若
ク
ハ
株

投
資
法
人
ノ
創
立
総
会
又
ハ
投
資
主
総
会

主
総
会
又
ハ
有
限
会
社
ノ
社
員
総

会

第
百
四
十
条

本
法

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
八

十
五
条
第
一
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
本
法

２

法
第
百
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
の
特
別
清
算
に
つ
い
て
非
訟
事
件
手
続
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場

合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
（
当
該
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表

の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
非
訟
事
件
手
続

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句
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法
の
規
定

第
百
三
十
七
条

清
算
人

清
算
執
行
人
又
ハ
清
算
監
督
人

第
百
三
十
七
条
ノ
二

第
百
三
十
二
条
ノ
四
及
ビ
第
百
三

第
百
三
十
二
条
ノ
五

十
二
条
ノ
五

株
式
会
社
及
ビ
有
限
会
社
ノ
清
算

清
算
執
行
人
及
ビ
清
算
監
督
人

人
ニ
同
条
ノ
規
定
ハ
合
名
会
社
及

ビ
合
資
会
社
ノ
清
算
人

第
百
三
十
七
条
ノ
二
に
お
い

商
法
第
七
十
条
ノ
二
第
一
項
但
書

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
六

て
準
用
す
る
第
百
三
十
二
条

（
同
法
第
百
四
十
七
条
及
ビ
第
二

十
三
条
第
一
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
七
十
条

ノ
五
第
一
項

百
七
十
一
条
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
場

ノ
二
第
一
項
但
書

合
ヲ
含
ム
）

第
百
三
十
八
条

清
算
人

清
算
執
行
人
及
ビ
清
算
監
督
人

裁
判
所

裁
判
所
又
ハ
金
融
再
生
委
員
会
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第
百
三
十
八
条
ノ
三

清
算
人
又
ハ
前
条
ノ
規
定
ニ
依
リ

清
算
執
行
人
又
ハ
清
算
監
督
人

検
査
ヲ
為
ス
ベ
キ
者

第
百
三
十
八
条
ノ
三
に
お
い

取
締
役
及
ビ
監
査
役

執
行
役
員
及
ビ
監
督
役
員

て
準
用
す
る
第
百
二
十
九
条

の
三

第
百
三
十
八
条
ノ
四

商
法
第
百
二
十
五
条
第
四
項
又
ハ

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
六

其
準
用
規
定

十
三
条
第
一
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
百
二
十

五
条
第
四
項

第
百
三
十
八
条
ノ
六

商
法
第
四
百
二
十
三
条
第
二
項
又

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
六

ハ
其
準
用
規
定

十
三
条
第
一
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
四
百
二

十
三
条
第
二
項

第
百
三
十
八
条
ノ
六
に
お
い

総
発
起
人
又
ハ
総
取
締
役

総
清
算
執
行
人

て
準
用
す
る
第
百
三
十
二
条
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ノ
二

第
百
三
十
八
条
ノ
七
第
一
項

商
法
第
四
百
二
十
九
条
又
ハ
其
準

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
六

用
規
定

十
三
条
第
一
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
四
百
二

十
九
条

第
百
三
十
八
条
ノ
八
第
二
項

商
法

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
六

十
四
条
第
四
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法

第
百
三
十
八
条
ノ
八
第
二
項

取
締
役

清
算
執
行
人

に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三

十
一
条
第
一
項

第
百
三
十
八
条
ノ
九

商
法

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
六

十
四
条
第
四
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法

第
百
三
十
八
条
ノ
十

商
法

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
六

十
四
条
第
四
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
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及
ビ
同
法

並
ニ
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第

百
六
十
四
条
第
四
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法

（
同
法
第
四
百
五
十
一
条
ニ
於
テ

及
ビ
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第

準
用
ス
ル
場
合
ヲ
含
ム
）

百
六
十
四
条
第
四
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
四

百
五
十
一
条
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
同
法
第
四
百
五
十

条
第
二
項

第
百
三
十
八
条
ノ
十
一

商
法
第
四
百
五
十
条
第
二
項
（
同

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
六

法
第
四
百
五
十
一
条
ニ
於
テ
準
用

十
四
条
第
四
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
四
百
五

ス
ル
場
合
ヲ
含
ム
）

十
条
第
二
項
及
ビ
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関

す
る
法
律
第
百
六
十
四
条
第
四
項
ニ
於
テ
準
用
ス

ル
商
法
第
四
百
五
十
一
条
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
同
法

第
四
百
五
十
条
第
二
項

第
百
三
十
八
条
ノ
十
二

商
法

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
六

－１５１－



十
四
条
第
四
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法

第
百
三
十
八
条
ノ
十
二
に
お

業
務
代
行
者
又
ハ
職
務
代
行
者

清
算
執
行
人

い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
二

条
ノ
五
第
二
項

第
百
三
十
八
条
ノ
十
三

商
法

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
六

十
四
条
第
四
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法

第
百
三
十
八
条
ノ
十
四

清
算
人

清
算
執
行
人

第
百
三
十
八
条
ノ
十
四
に
お

商
法
第
四
百
三
条
ニ
於
テ
準
用
ス

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
六

い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
五

ル
破
産
法
第
百
六
十
六
条

十
四
条
第
四
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
四
百
四

条
ノ
六
十
二

十
四
条
第
四
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
同
法
第
四
百
三

条
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
破
産
法
第
百
六
十
六
条
及
ビ

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
六

十
四
条
第
六
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
破
産
法
第
百
六
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十
六
条

第
百
三
十
八
条
ノ
十
五

及
ビ
第
百
三
十
五
条
ノ
五
十
五
乃

、
第
百
三
十
五
条
ノ
五
十
五
乃
至
第
百
三
十
五
条

至
第
百
三
十
五
条
ノ
六
十

ノ
五
十
七
、
第
百
三
十
五
条
ノ
五
十
八
第
一
項
及

ビ
第
二
項
本
文
、
第
百
三
十
五
条
ノ
五
十
九
並
ニ

第
百
三
十
五
条
ノ
六
十

第
百
三
十
八
条
ノ
十
五
に
お

本
店
及
ビ
支
店

本
店

い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
五

条
ノ
三
十
五
第
一
項

第
百
三
十
八
条
ノ
十
五
に
お

商
法

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
六

い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
五

十
四
条
第
四
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法

条
ノ
三
十
六
及
び
第
百
三
十

五
条
ノ
三
十
七
第
一
項

第
百
三
十
八
条
ノ
十
五
に
お

商
法

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
六
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い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
五

十
四
条
第
四
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
四
百
五

条
ノ
三
十
八
第
二
項

十
四
条
第
二
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
同
法

第
百
三
十
八
条
ノ
十
五
に
お

商
法
第
三
百
八
十
六
条
第
一
項
第

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
六

い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
五

二
号

十
四
条
第
四
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
四
百
五

条
ノ
四
十

十
四
条
第
一
項
第
二
号

第
百
三
十
八
条
ノ
十
五
に
お

商
法
第
三
百
八
十
六
条
第
一
項
第

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
六

い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
五

三
号
ノ
処
分
ヲ
為
ス

十
四
条
第
四
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
四
百
五

条
ノ
四
十
一
第
一
項

十
二
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
検
査
ヲ
命
ズ
ル

第
百
三
十
八
条
ノ
十
五
に
お

商
法
第
三
百
八
十
六
条
第
一
項
第

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
六

い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
五

六
号

十
四
条
第
四
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
四
百
五

条
ノ
四
十
八

十
四
条
第
一
項
第
三
号

第
百
三
十
八
条
ノ
十
五
に
お

商
法
第
三
百
八
十
六
条
第
一
項
第

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
六

い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
五

七
号

十
四
条
第
四
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
四
百
五
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条
ノ
四
十
九

十
四
条
第
一
項
第
四
号

第
百
三
十
八
条
ノ
十
五
に
お

商
法
第
三
百
八
十
六
条
第
一
項
第

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
六

い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
五

八
号

十
四
条
第
四
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
四
百
五

条
ノ
五
十

十
四
条
第
一
項
第
五
号

第
百
三
十
八
条
ノ
十
五
に
お

本
店
及
ビ
支
店

本
店

い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
五

条
ノ
五
十
七
に
お
い
て
準
用

す
る
第
百
三
十
五
条
ノ
三
十

五
第
一
項

第
百
三
十
八
条
ノ
十
五
に
お

第
百
三
十
五
条
ノ
三
十
八

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
八

い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
五

十
五
条
第
一
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
第
百
三
十
八
条

条
ノ
五
十
八
第
一
項

ノ
十
五
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
第
百
三
十
五
条
ノ
三
十

八
第
二
項
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第
百
三
十
八
条
ノ
十
五
に
お

商
法
第
四
百
二
条

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
六

い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
五

十
四
条
第
四
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
四
百
五

条
ノ
五
十
九

十
五
条

第
百
三
十
八
条
ノ
十
五
に
お

第
百
三
十
五
条
ノ
五
十
八
第
二
項

第
百
三
十
五
条
ノ
五
十
八
第
二
項
本
文

い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
五

商
法
第
四
百
二
条

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
六

条
ノ
六
十

十
四
条
第
四
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商
法
第
四
百
五

十
五
条

（
法
第
百
九
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
使
用
人
）

第
九
十
四
条

法
第
百
九
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
使
用
人
は
、
法
人
が
設
立
企
画
人
と
し
て
行
う
業

務
に
従
事
す
る
者
と
す
る
。

（
法
第
百
九
十
三
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
取
引
）

第
九
十
五
条

法
第
百
九
十
三
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
取
引
は
、
宅
地
の
造
成
又
は
建
物
の
建
築
を
自

ら
行
う
こ
と
に
係
る
取
引
以
外
の
特
定
資
産
に
係
る
取
引
と
す
る
。
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（
法
第
百
九
十
五
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
行
為
）

第
九
十
六
条

法
第
百
九
十
五
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

投
資
信
託
委
託
業
者
に
、
宅
地
又
は
建
物
の
売
買
又
は
貸
借
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

二

法
第
三
十
四
条
の
十
第
二
項
の
届
出
を
し
て
不
動
産
の
管
理
業
務
を
営
む
投
資
信
託
委
託
業
者
に
、
不
動
産
の
管
理
を

委
託
す
る
こ
と
。

三

法
第
三
十
四
条
の
十
第
二
項
の
届
出
を
し
て
不
動
産
特
定
共
同
事
業
を
営
む
投
資
信
託
委
託
業
者
に
、
次
に
掲
げ
る
す

べ
て
の
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
不
動
産
を
譲
渡
す
る
こ
と
。

イ

資
産
運
用
委
託
契
約
の
終
了
に
伴
う
も
の
で
あ
る
場
合

ロ

不
動
産
が
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
に
係
る
不
動
産
取
引
の
目
的
で
あ
る
場
合

四

法
第
三
十
四
条
の
十
第
三
項
の
認
可
を
受
け
て
証
券
業
を
営
む
投
資
信
託
委
託
業
者
に
、
次
に
掲
げ
る
取
引
の
委
託
を

行
う
こ
と
。

イ

有
価
証
券
の
売
買

ロ

有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引

－１５７－



ハ

有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引

ニ

外
国
市
場
証
券
先
物
取
引

ホ

有
価
証
券
店
頭
指
数
等
先
渡
取
引

ヘ

有
価
証
券
店
頭
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引

ト

有
価
証
券
店
頭
指
数
等
ス
ワ
ッ
プ
取
引

五

法
第
三
十
四
条
の
十
第
三
項
の
認
可
を
受
け
て
金
融
先
物
取
引
業
を
営
む
投
資
信
託
委
託
業
者
に
、
金
融
先
物
取
引
等

の
委
託
を
行
う
こ
と
。

六

そ
の
投
資
口
を
投
資
信
託
委
託
業
者
に
取
得
さ
せ
る
こ
と
。

七

投
資
主
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
の
な
い
場
合
と
し
て
総
理
府
令
で
定
め
る
場
合
に
、
不
動
産
を
投
資
信
託
委
託
業
者

に
賃
貸
す
る
こ
と
。

八

個
別
の
取
引
ご
と
に
す
べ
て
の
投
資
主
の
同
意
を
得
て
行
う
取
引

九

そ
の
他
投
資
主
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
と
し
て
金
融
再
生
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
行
う
取
引

（
登
録
投
資
法
人
と
の
取
引
が
禁
止
さ
れ
る
者
の
範
囲
）
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第
九
十
七
条

法
第
百
九
十
五
条
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

法
第
百
九
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
執
行
役
員
又
は
監
督
役
員
の
親
族

二

法
第
百
九
十
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る
投
資
信
託
委
託
業
者
の
取
締
役
若
し
く
は
監
査
役
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
類
す
る

役
職
に
あ
る
者
又
は
使
用
人

（
法
第
百
九
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
行
為
）

第
九
十
八
条

法
第
百
九
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、
私
募
の
取
扱
い
及
び
売
買
の
代
理
と
す
る
。

（
投
資
信
託
委
託
業
者
等
が
行
う
投
資
証
券
の
募
集
等
又
は
募
集
の
取
扱
い
等
に
関
し
証
券
取
引
法
を
準
用
す
る
場
合
の
読

替
え
）

第
九
十
九
条

法
第
百
九
十
七
条
の
規
定
に
お
い
て
特
定
設
立
企
画
人
等
又
は
特
定
投
資
信
託
委
託
業
者
等
に
つ
い
て
証
券
取

引
法
第
三
十
三
条
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
、
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
九
号
、
第
四
十
二
条
の
二
第

一
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
三
条
並
び
に
第
四
十
五
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
技
術
的

読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
証
券
取
引
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句
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規
定

第
三
十
三
条

業
務

投
資
証
券
及
び
投
資
法
人
債
券
（
以
下
「
投
資
証

券
等
」
と
い
う
。
）
の
募
集
等
又
は
募
集
の
取
扱

い
等
の
業
務

第
四
十
一
条

有
価
証
券
の
売
買
等
、
外
国
市
場

投
資
証
券
等
の
募
集
等
又
は
募
集
の
取
扱
い
等
に

証
券
先
物
取
引
又
は
有
価
証
券
店

係
る
取
引

頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

第
四
十
二
条
第
一
項
（
第
二

第
三
十
四
条
第
二
項
第
一
号

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
三
十

号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
七

四
条
の
十
第
一
項
第
一
号

号
及
び
第
八
号
を
除
く
。
）

証
券
業

投
資
証
券
等
の
募
集
等
又
は
募
集
の
取
扱
い
等
の

業
務

有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引

投
資
証
券
等
の
募
集
等
又
は
募
集
の
取
扱
い
等
に

又
は
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引

係
る
取
引
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若
し
く
は
有
価
証
券
店
頭
オ
プ
シ

ョ
ン
取
引

有
価
証
券
の
価
格
又
は
オ
プ
シ
ョ

投
資
証
券
等
の
価
格

ン
の
対
価
の
額

有
価
証
券
の
売
買
若
し
く
は
そ
の

投
資
証
券
等
の
募
集
等
又
は
募
集
の
取
扱
い
等
に

受
託
等
（
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代

係
る
取
引

理
の
申
込
み
（
以
下
「
委
託
等
」

と
い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
、
有
価
証
券

指
数
等
先
物
取
引
若
し
く
は
有
価

証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
の
受
託
又

は
有
価
証
券
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
若
し
く
は
そ
の
受
託
等
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売
買
の
別
（
有
価
証
券
指
数
等
先

売
買
の
別
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
取
引
の
別

物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン

取
引
又
は
有
価
証
券
店
頭
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
取
引
に
あ
つ
て
は
、
売
買

の
別
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
総

理
府
令
で
定
め
る
事
項
。
次
号
に

お
い
て
同
じ
。
）

有
価
証
券
の
売
買
等
又
は
有
価
証

投
資
証
券
等
の
募
集
等
又
は
募
集
の
取
扱
い
等
に

券
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

係
る
取
引

こ
の
号
、
次
条
第
一
項
第
一
号
及

こ
の
号
及
び
次
条
第
一
項
第
一
号

び
第
四
十
七
条
第
三
項

売
買
の
別
、

売
買
の
別
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
取
引
の
別
、

有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引

投
資
証
券
等
の
募
集
等
又
は
募
集
の
取
扱
い
等
に
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又
は
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引

係
る
取
引

等
（
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引

又
は
こ
れ
に
係
る
第
二
条
第
八
項

第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ

る
行
為
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
等

（
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
又

は
こ
れ
に
係
る
同
項
第
二
号
若
し

く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
有

価
証
券
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

等

第
四
十
二
条
の
二
第
一
項

有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引

投
資
証
券
等
の
募
集
等
又
は
募
集
の
取
扱
い
等
に
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（
買
戻
価
格
が
あ
ら
か
じ
め
定
め

係
る
取
引

ら
れ
て
い
る
買
戻
条
件
付
売
買
そ

の
他
の
政
令
で
定
め
る
取
引
を
除

く
。
）
又
は
有
価
証
券
指
数
等
先

物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン

取
引
、
外
国
市
場
証
券
先
物
取
引

若
し
く
は
有
価
証
券
店
頭
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
取
引
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他

の
取
引
等
」
と
い
う
。
）

有
価
証
券
又
は
有
価
証
券
指
数
等

投
資
証
券
等

先
物
取
引
、
オ
プ
シ
ョ
ン
、
外
国

市
場
証
券
先
物
取
引
若
し
く
は
有
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価
証
券
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
有
価

証
券
等
」
と
い
う
。
）

有
価
証
券
の
売
買
等
、
外
国
市
場

投
資
証
券
等
の
募
集
等
又
は
募
集
の
取
扱
い
等
に

証
券
先
物
取
引
又
は
有
価
証
券
店

係
る
取
引

頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

こ
の
条
及
び
第
六
十
五
条
の
二
第

こ
の
条

六
項

有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引

投
資
証
券
等
の
募
集
等
又
は
募
集
の
取
扱
い
等
に

等

係
る
取
引

当
該
有
価
証
券
等

当
該
投
資
証
券
等

第
四
十
二
条
の
二
第
三
項

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
五

を
い
う

十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
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第
四
十
三
条

業
務

投
資
証
券
等
の
募
集
等
又
は
募
集
の
取
扱
い
等
の

業
務

有
価
証
券
の
買
付
け
若
し
く
は
売

投
資
証
券
等
の
募
集
等
又
は
募
集
の
取
扱
い
等
に

付
け
若
し
く
は
そ
の
委
託
等
、
有

係
る
取
引

価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
、
有
価

証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
若
し
く
は

外
国
市
場
証
券
先
物
取
引
の
委
託

又
は
有
価
証
券
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
取
引
若
し
く
は
そ
の
委
託
等

第
四
十
五
条

親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
と
有
価

利
害
関
係
者
（
設
立
企
画
人
た
る
法
人
の
親
会
社

証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
又
は

（
当
該
設
立
企
画
人
の
発
行
済
株
式
の
総
数
の
過

有
価
証
券
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取

半
数
に
当
た
る
株
式
又
は
資
本
の
過
半
に
当
た
る

引

出
資
口
数
を
有
す
る
株
式
会
社
又
は
有
限
会
社
を
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い
う
。
）
若
し
く
は
子
会
社
（
当
該
設
立
企
画
人

が
発
行
済
株
式
の
総
数
の
過
半
数
に
当
た
る
株
式

又
は
資
本
の
過
半
に
当
た
る
出
資
口
数
を
有
す
る

場
合
に
お
け
る
当
該
株
式
を
発
行
し
、
又
は
当
該

出
資
に
係
る
払
込
み
若
し
く
は
給
付
を
受
け
た
株

式
会
社
又
は
有
限
会
社
を
い
う
。
）
又
は
投
資
信

託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
二

項
第
一
号
に
規
定
す
る
利
害
関
係
人
等
で
あ
る
法

人
そ
の
他
の
団
体
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
と
投
資
証
券
等
の
募
集
等
又
は
募
集

の
取
扱
い
等
に
係
る
取
引

第
二
条
第
八
項
各
号
に
掲
げ
る
行

投
資
証
券
等
の
募
集
等
又
は
募
集
の
取
扱
い
等
に

為

係
る
取
引
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親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
が

利
害
関
係
者
が

証
券
業

投
資
証
券
等
の
募
集
等
又
は
募
集
の
取
扱
い
等
の

業
務

２

法
第
百
九
十
七
条
の
規
定
に
お
い
て
特
定
設
立
企
画
人
等
又
は
特
定
投
資
信
託
委
託
業
者
等
の
顧
客
に
つ
い
て
証
券
取
引

法
第
四
十
二
条
の
二
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、

次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
証
券
取
引
法
の

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

第
四
十
二
条
の
二
第
二
項

有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引

投
資
証
券
及
び
投
資
法
人
債
券
の
募
集
等
又
は
募

等

集
の
取
扱
い
等
に
係
る
取
引

前
項
第
一
号

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
九

十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
第
一
号

前
項
第
二
号

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
九
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十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
第
二
号

前
項
第
三
号

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
九

十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
第
三
号

第
四
十
二
条
の
二
第
四
項

約
束
が
事
故

約
束
が
事
故
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す

る
法
律
第
百
九
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項

に
規
定
す
る
事
故
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）

第
四
章

雑
則

（
法
第
二
百
二
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
特
定
資
産
）

第
百
条

法
第
二
百
二
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
特
定
資
産
は
、
不
動
産
（
法
第
八
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定

す
る
不
動
産
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。

（
関
係
行
政
機
関
の
長
と
の
協
議
等
）

第
百
一
条

法
第
二
百
二
十
四
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
総
理
府
令
は
、
不
動
産
に
関
し
定
め
ら
れ
る
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
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る
。

一

法
第
八
条
第
三
項
第
四
号
の
総
理
府
令

二

法
第
十
五
条
第
一
項
第
六
号
の
総
理
府
令

三

法
第
十
五
条
第
二
項
第
五
号
の
総
理
府
令

四

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
総
理
府
令

五

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
総
理
府
令

六

法
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
第
八
号
の
総
理
府
令

七

法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
五
号
の
総
理
府
令

八

法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
の
総
理
府
令

九

法
第
三
十
四
条
の
六
第
一
項
第
二
号
の
総
理
府
令

十

法
第
三
十
四
条
の
六
第
一
項
第
四
号
の
総
理
府
令

十
一

法
第
三
十
四
条
の
六
第
二
項
の
総
理
府
令

十
二

法
第
三
十
四
条
の
十
二
第
四
号
の
総
理
府
令
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十
三

法
第
三
十
四
条
の
十
四
第
四
号
の
総
理
府
令

十
四

法
第
四
十
九
条
の
九
第
一
項
第
八
号
の
総
理
府
令

十
五

法
第
四
十
九
条
の
九
第
二
項
第
五
号
の
総
理
府
令

十
六

法
第
四
十
九
条
の
十
一
で
準
用
す
る
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
総
理
府
令

十
七

法
第
四
十
九
条
の
十
一
で
準
用
す
る
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
総
理
府
令

十
八

法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
総
理
府
令

十
九

法
第
二
百
八
条
第
二
項
第
三
号
の
総
理
府
令

二
十

法
第
二
百
二
十
六
条
の
総
理
府
令
（
認
可
の
審
査
基
準
、
業
務
方
法
の
変
更
に
係
る
認
可
の
基
準
並
び
に
業
務
の
認

可
及
び
承
認
の
基
準
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

２

法
第
二
百
二
十
四
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
命
令
そ
の
他
の
処
分
は
、
不
動
産
に
関
し
行
わ
れ
る
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一

法
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
認
可

二

法
第
十
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
認
可
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三

法
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
承
認

四

法
第
三
十
四
条
の
十
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
認
可

五

法
第
三
十
四
条
の
十
一
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
く
承
認

六

法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
命
令

七

法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
処
分

八

法
第
四
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
処
分

九

法
第
二
百
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
く
命
令

十

法
第
二
百
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
登
録
の
取
消
し

３

法
第
二
百
二
十
四
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
届
出
は
、
不
動
産
に
関
し
行
わ
れ
る
次
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
も
の
と
す

る
。

一

法
第
十
条
の
三

二

法
第
二
十
六
条
第
一
項

三

法
第
二
十
九
条
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四

法
第
三
十
一
条

五

法
第
三
十
四
条
の
十
第
二
項

六

法
第
三
十
八
条
第
一
項

七

法
第
四
十
九
条
の
四
第
一
項

八

法
第
四
十
九
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
九
条

九

法
第
六
十
九
条
第
一
項

十

法
第
百
九
十
一
条
第
一
項

十
一

法
第
百
九
十
二
条
第
一
項

４

内
閣
総
理
大
臣
は
、
不
動
産
に
関
し
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
総
理
府
令
を
定
め
る
場
合
に
は
、
建
設
大
臣
と
協
議
す
る

も
の
と
す
る
。

５

金
融
再
生
委
員
会
は
、
不
動
産
に
関
し
、
第
二
項
に
掲
げ
る
命
令
そ
の
他
の
処
分
を
行
う
場
合
に
は
、
建
設
大
臣
と
協
議

す
る
も
の
と
す
る
。

６

金
融
再
生
委
員
会
は
、
不
動
産
に
関
し
、
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
届
出
又
は
法
第
百
八
十
七
条
の
登
録
の
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申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
建
設
大
臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
百
二
条

金
融
庁
長
官
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
第
二
百
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ

た
権
限
の
一
部
を
財
務
局
長
又
は
財
務
支
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
特
定
目
的
会
社
に
よ
る
特
定
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法

律
第
九
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
二
年
十
一
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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